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仕分け
実施日

仕分け
実施日

（独）雇用・能力開発機構　※23年10月 法人廃止 P1 P35

P2 P37

（独）労働者健康福祉機構 P3 P39

（独）高齢・障害者雇用支援機構 P4 P40

（独）労働政策研究・研修機構 P5 P41

（独）福祉医療機構 P7 P42

（独）国立病院機構 P9 P43

（独）医薬品医療機器総合機構 P10 P44

（独）医薬基盤研究所 P13 P45

（独）国立健康・栄養研究所 P14 P46

P15 P47

（独）労働安全衛生総合研究所 P17 P48

P18 （財）骨髄移植推進財団 P50

P19 （社）日本介護福祉士養成施設協会 P51

（独）勤労者退職金共済機構 P20 （社）日本労働安全衛生コンサルタント会 P52

P21 （社）日本作業環境測定協会 P53

P23 10/18 （財）産業雇用安定センター P54

（社）国民健康保険中央会 P24 （財）難病医学研究財団　※23年4月 公益財団法人に移行済 P55

（財）介護労働安定センター P25 （財）児童育成協会 P56

（社）日本ボイラ協会 P26 11/1 （社）日本水道協会 P57

（社）日本臓器移植ネットワーク P27 P58

（社）国際厚生事業団 P28 （財）長寿社会開発センター　※23年4月 一般財団法人に移行済 P59

（財）医療研修推進財団 P29 11/15 （財）がん集学的治療研究財団 P60

（財）安全衛生技術試験協会 P30 （社）日本介護福祉士会 P61

（財）ヒューマンサイエンス振興財団 P31 （社）シルバーサービス振興会 P62

P32 （社）日本クレーン協会 P63

P33 （財）給水工事技術振興財団 P64

P34 P65

9/27

7/1

 毎月勤労統計調査

 介護予防実態調査分析支援事業

全国健康保険協会

中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

中央職業能力開発協会

企業年金連合会

5/18

5/27

6/17

6/21

6/24

6/28

 住居喪失離職者等就職安定資金貸付事業

社会保険診療報酬支払基金

4/22

4/26

5/10

5/13

5/17

4/15

4/19

12/13

法人名・事務事業名

平成22年度　省内事業仕分け等による改革の実施状況

法人名・事務事業名

4/12
 介護保険事業費補助金（介護保険制度運営推進費）

 非正規労働者対策事業

 検疫所

　11/5～12/8（計4回）　　統計調査

 派遣事業等指導業務

 労働保険適用徴収業務

 職業安定行政関係業務システム

 労災保険業務

 安全衛生指導業務

12/6

11/8

10/25

10/4

 雇用管理指導業務

 雇用保険業務

 労働基準監督業務

 国立医薬品食品衛生研究所

 職業紹介事業



１．ヒト（組織のスリム化）
　　職員数　22年度3588人→23年度3095人（△493人）

○ 職員数　22年度3588人→23年度3095人（△493人） - -

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①職業能力開発総合大学校（相模原）の全敷地を売却し、附属校のある小平
     に移転。
　　　・総合大の全敷地（24万㎡）：簿価115億円

　　②ポリテクセンター等の敷地など、保有資産全体の２割程度を処分。
　　　・所有地の約２割（28万㎡）：簿価73億円
　　　・借地の約２割（50万㎡）：年間借料５億円
　　　・アビリティ・ガーデン：売却額36億円
　　  ・私のしごと館：簿価269億円
　　  ・国際能力開発支援センター：簿価77億円

２－①　-

２－②  -

２－①
平成24年度末まで相模原校を廃止し、附属校である東京
校(小平市)へ集約。平成25年度以降に相模原校の敷地
を売却。

２－②
保有資産全体の約16％を処分済み　(現物による国庫納
付を含む)
承継した高齢・障害・求職者雇用支援機構において、引
き続き処分を实施。
　・所有地：約12％処分済み
　　　　・２万㎡売却（売却額5.3億円を国庫納付）
　　　　・17万㎡現物による国庫納付
　・借地：約18％返還済み。
　　　　・40万㎡。年間借料3.7億円削減。
　・アビリティ・ガーデン：売却額36億円を国庫納付。
　・私のしごと館、国際能力開発支援センター：現物によ
る国庫納付

２－① -

２－② -

高齢・障害・求職者雇用支援機構で処分を实施。

高齢・障害・求職者雇用支援機構で引き続き処分を实
施。

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　削減額　22年度855億円→23年度585億円（△270億円）

○ 削減額　22年度855億円→23年度690億円（△165億円）
※以下を計上したことにより、改革案より105億円の増
・　求職者支援制度（新規）に係る経費（8億円）
・　雇用・能力開発機構の廃止時期の変更（23年4月1日
→23年10月1日）による雇用開発業務等の实施に必要な
経費（97億円）

- -

４．事務・事業の改革
①職業訓練指導員の育成を担う、職業能力開発総合大学校の在り方について
は、労働政策審議会における議論を踏まえ、相模原校を廃止し、小平校に集約化
する。
②一律４年の長期課程（４年生訓練）や再訓練を見直し、コストパフォーマンスの
向上を図ることとしている。
③具体的には民間企業経験者や工科系大学の卒業生で企業に採用された者等
を対象としたハイレベル訓練（仮称）や、
④全国の職業訓練指導員向けのスキルアップ訓練（１年に１回）を实施する方向
で検討している。
※ハイレベル訓練については平成26年度、スキルアップ訓練については平成24
年度からの实施予定。なお、相模原校については平成24年度末に廃止予定。

４－① －

４－② ○

４－③ △

４－④ △

職業能力開発総合大学校については、次のとおり見直
す予定。
① 相模原校を廃止することを閣議決定（独立行政法人
の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日））
し、廃止に向けて準備を進めている。
② 指導員養成の長期課程については、平成24年度以降
の募集を停止。
③ ハイレベル訓練（仮称）については、平成26年度の实
施に向けて検討を開始。
④ 職業訓練指導員向けのスキルアップ訓練について
は、平成24年度から段階的に取り組むため、实施方法等
を検討。

４－① ○

４－② △

４－③ △

４－④ －

職業能力開発総合大学校については、
① 平成24年度末までに相模原校を廃止し、附属校であ
る東京校（小平市）へ集約。
②－
③ ハイレベル訓練（仮称）については、平成26年度の实
施に向け、具体的なカリキュラムを検討予定。
④ スキルアップ訓練については、平成24年度より段階的
に対象人員を拡大していく予定。

省内（春） （独）雇用・能力開発機構
職業能力開発局
総務課企画係
（内線５９１８）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　①職員：平成23年度　▲１２５人
　②職員：平成24～27年度尐なくとも▲４００人以上
　（国家公務員ＯＢ関連）
　③役員：平成22年8・9月の改選時に公募
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（理事、監事）
　④職員（8人）：定年後解消

１－①　○

１－③　○

１－④　○

１－①　対応済
「新計画」（注）で、23年～27年度までに624人の削減を
明記。（23年度▲125人、24～27年度▲499人）
１－③　対応済

１－④　対応済
23年3月末に3人について实施。

１－②　○

１－④　○

１－②
引き続き、27年度までに499人の削減を行う。

１－④
今後も定年にあわせて实施する予定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　①遊休不動産の処分
　　　22年度中に売却業務を支部から本部へ移管
　②宿舎の見直し
　　　「新計画」に平成２３～２７年度の5年間で空戸宿
　　　舎の処分及び自前宿舎から借上宿舎への移行
　　　計画を盛り込む。

２－①　○

２－②　○

２－①　対応済

２－②　対応済
「新計画」（注）に、平成22年11月現在、186棟844戸のう
ち、130棟425戸を平成22～27年度の間に段階的に整理
合理化の対象とすることを明記。

２－②　○ ２－②
引き続き、27年度までに130棟425戸の整理
合理化を行う。

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　①調剤データ提供委託費 ▲700万円（平成23年度）
　②診療行為別調査委託費▲1，400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年度）
　③調剤データ取得費の廃止 （２２年度約900万円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年度）

３－①　○
３－②　○

３－①　対応済
３－②　対応済

３－③　○
（24年度概算
要求関連）

３－③
レセ電調剤分析データの取得費については
廃止。

４．事務・事業の改革
（１）審査の充实（審査の質の向上）
　①システムチェックの拡充
　（傷病名と医薬品、診療行為等の適応等とのチェック
　　等）
　②突合・縦覧審査の实施
　　効果・保険者の再請求に係る事務処理負担が軽減
　　　・尐なくとも54億円（20年度審査实績）の査定効果
　③支部間差異の解消：サンプル調査の分析
　　　　（平成22年度前半）
　④分析結果を「審査支払機関の在り方に関する検討
　　会」において公開で検証（平成22年内）

（２）手数料の引き下げ（保険者の財政負担の軽減）
　⑤新計画に平成２３～27年度までの手数料削減目標
　　を盛り込む。
　

　⑥施設及び設備準備積立金の積立の凍結
　⑦平成24年度までに別途積立金（20年度末：６９億
　　円）を全額取り崩し

　⑧システムの見直し：平成24年度を目途に機器更新
　
　⑨外部機関によるシステム監査を实施
　⑩人件費の見直し：厚生労働省として、最終的にラス
　　パイレス指数が１００となるよう要請
　⑪引き下げ要請を受けて、支払基金としての引き下
　　げに向けた实現方策を検討

４－①　○

４－②　△

４－③　○

４－④　○

４－⑤　○

４－⑥　○
４－⑦　○

４－⑨　○
４－⑩　○

４－⑪　○

４－①　対応済

４－②
震災対応により、23年4月实施を延期、年度内实施に向
けて調整中。
４－③　対応済

４－④　対応済

４－⑤　対応済
「新計画」（注）で、平均手数料を平成22年度90.24円を
平成27年度までに80.00円（▲10.24円、▲11.3％）以下と
することを明記。→23年度85.50円（▲4.74円、▲5.3％）
４－⑥　対応済
４－⑦　対応済
「新計画」（注）で、別途積立預金を平成24年度中におお
むね取り崩すことを明記。→22年度予算26億円（決算約
4億円）、23年度予算32億円を取り崩す。

４－⑨　対応済
４－⑩　対応済

４－⑪
「新計画」（注）で、平成21年度106.0となったラスパイレ
ス指数をおおむね100となるよう、給与体系の見直し等
を通じて給与水準の引き下げを図ることを明記。

４－⑤　○

４－⑦　○

４－⑧　○

４－⑪　○

４－⑤
引き続き、手数料の引き下げを行い、平成27
年度までに80.00円（▲10.24円、▲11.3％）以
下とする。

４－⑦
引き続き、別途積立預金の取り崩しを行い、
平成24年度中におおむね取り崩す。
４－⑧
「新計画」（注）で、平成24年度中を目途に医
療事務電算システムの機器更新を实施する
ことを明記。

４－⑪
引き続き、平成27年度までにラスパイレス指
数がおおむね100となるよう給与水準の引き
下げを図る。

（注）※支払基金の改革案：平成22年度前半を目途に、平成23～２７年度を対象期間とする「サービスの向上と業務効率化のための新たな計画」（「新計画」）を策定する方針。
　　　→　平成22年9月30日「支払基金サービス向上計画（案）（平成23～27年度）」を策定・公表。
　　　→　平成23年1月13日「支払基金サービス向上計画（平成23～27年度）」を決定・発表。

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への
対応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度
の対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

省内（春）
社会保険診療報酬

支払基金

保険局保険課
支払基金業務調整

官
（内線３２４９）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①地域障害者職業センターの事務担当職員６名
　　　削減（平成23年度）
　　②統合による組織・人員の効率化
　　　管理部門20人削減（平成23年度統合時）
　　③管理部門19人以上削減（統合後３年以内）
　　④国家公務員OB　理事長の公募（統合時まで）
　　⑤国家公務員OB　職員の解消（統合時まで）

１－①　○
１－②　○
１－③　－
１－④　○
１－⑤　○

１－①　対応済
１－②　対応済
１－③　－（統合後３年以内に対応）
１－④　対応済
１－⑤　対応済

１－③　△ １－③　一部対応の予定（統合後３年以内に対応）

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①高齢・障害・求職者雇用支援機構への以降に伴う
　　　東京本部の幕張本部への集約化
　　　節減額　▲約3.3億円（集約化後）
　　②石川障害者職業センター跡地及び旧三重障害者
　　　職業センターを処分
　　　国庫納付見込額　▲約1.0億円（簿価額）
      （平成23年度）

２－①　△
２－②　△

２－①　平成24年4月までに幕張本部に
集約化を实施
２－②　国庫納付事務手続中。平成23年
度中に国庫納付予定

－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲約13.6億円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①21年4月から地域障害者職業センターの業務と
　　　なった助言・援助業務を推進し、地域の就労支
　　　援機関における障害者支援を促進。地域障害
　　　者職業センターは当該機関では対応困難な障
　　　害者を重点とする業務運営を更に加速
　　②地方業務の委託方式の廃止に伴い、地域障
　　　害者職業センター業務と併せて効率化
　　　（平成23年度）
　　③地域障害者職業センター公用車の軽自動車
　　　への転換
　　　144台の1/3（▲約14百万円）
　　④地域障害者職業センター事務集約化により
　　　事務担当職員の削減（再掲）（平成23年度）
　　⑤美術品等不要資産の速やかな処分

４－①　○
４－②　○
４－③　○
４－④　○
４－⑤　○

４－①　対応済
４－②　対応済
４－③　対応済（平成23年度転換予定分
について対応済）
４－④　対応済
４－⑤　対応済

４－①　○
４－③　○

４－①　引き続き改革案に沿った業務運営を实施
４－③　平成24年度实施予定分について対応予定

行刷（春）
省内（春）

（独）高齢・障害者雇用支
援機構

職業安定局高齢・
障害者雇用対策部
高齢者雇用対策課

総括係
（内線５７２５）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
①職員61人削減（産業保健推進センター）（23年度～）
②本部職員5人削減（管理部門）（23年度）

１－①　△
１－②　○

１－①　対応中
・23年度から産業保健推進センターの管理部門の集約化（6ヶ所）による統廃合
を行い職員17人削減
１－②　対応済

１－①　△
（24年度概算
要求関連）

１－①
・24年度に産業保健推進センターの管理部門
の集約化（10ヶ所）による統廃合を行い職員17
人削減を予定（25年度までに計画的に集約化
及び職員削減を図る。）。

２．モノ（余剰資産などの売却）
①岩手労災病院看護師宿舎等の売却（売却額の全額
国庫納入）削減額▲2.5億円

２－①　△ ２－①　対応中
・売却済の一部の資産について、国庫納付済（▲1.7億円）。
・22年度に一般競争入札を实施したが不調となり、売却できなかった資産につい
ては、23年度中に国庫納付を行えるよう、引き続き対応中。

－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
①産業保健事業の見直し（産業保健推進センターの集
約化、助成金事業の廃止）削減額▲10.3億円（23年度
～）

３－①　△ ３－①　対応中
・産業保健推進センターの管理部門の集約化（6ヶ所：17人削減）による統廃合及
び助成金事業の廃止等により、23年度の予算額は26.9億円（対前年比▲2.7億
円削減（▲9.1%））としたところ。

３－①　△
（24年度概算
要求関連）

３－①
・産業保健推進センターの管理部門の集約化
（10ヶ所、17人削減）による統廃合等により、24
年度の予算額は24.1億円（対前年度比▲2.8億
円削減（▲10.4%））を予定（25年度までに▲10.3
億円の削減を図る。）。

４．事務・事業の改革
【一般競争の拡大】
①随意契約見直し計画を策定（19年度）、一般競争入
札の更なる拡大、一般競争入札における一者応札に対
する取組の实施
②医業未収金の徴収業務について市場化テストを活用
した一般競争入札を实施（21年10月～）

【調達の効率化】
③後発医薬品の積極的な導入
　→23年度に購入金額ベースで15.0％を目標▲6.5億円
④医療機器の共同購入の拡大
　→共同購入対象機器に乳房Ｘ線撮影装置を追加
　→更なる調達コストの削減に向けて放射線医療機器
における共同購入対象機器の基準を現状の５千万円以
上から１千万円以上に引き下げることを検討
⑤病院情報システム調達に係る競争性向上→基幹シ
ステムの更新時期を合わせることや、コンサルタントを
介在させること等により競争性を高めながら、各病院に
共通的なシステムを構築し、それを用いること等で調達
コストを削減▲4.6億円（22年度予定）（対象施設を拡大
して調達コストを削減）

【人件費削減】
⑥人件費の適正化のため、賞与支給月数のカット及び
管理職加算割合のカット等
⑦給与カーブのフラット化
　→関係者と調整済（給与カーブのフラット化を促進）▲
２０億円

４－①　○
４－②　○
４－③　△
４－④　○
４－⑤　△
４－⑥　○
４－⑦　△

４－①　対応済

４－②　対応済

４－③　対応中
・23年度に労災病院全体における購入金額ベースでの後発医薬品の採用率が
15％の目標を達成できるよう取り組んでおり、目標達成見込み。

４－④　対応済

４－⑤　対応中
・22年度については、コンサルタントの導入やリース料率に係る入札の实施等に
より、調達コストを▲4.5億円削減。なお、引き続き調達コストを削減するため、23
年度は新たに3病院でコンサルタントを導入し、現在取組中。

４－⑥　対応済

４－⑦　対応中
・22年度に、年功的要素を是正するため、平均2.5%の俸給月額引下げとなる給
与体系の見直し（最大5％の引下げによる給与カーブのフラット化）を实施済。な
お、その効果は、23年度以降に反映され、旧給与体系に比し、23年度は約6.4億
円の削減を見込み、27年度までに総額▲20億円の削減を図る。

４－①　○
４－②　○
４－③　○
４－④　○
４－⑤　○
４－⑥　○
４－⑦　△

４－①
・24年度においても、引き続き契約監視委員会
を開催するとともに、同委員会の指摘事項を踏
まえた改善に取り組む。
４－②
・「公共サービス改革基本方針」（23年7月閣議
決定）に基づき取り組む。
４－③
・後発医薬品の採用率については、23年度の
状況を踏まえた目標を新たに設定し取り組む。
４－④
・医療機器の共同購入については、引き続き
拡大に取り組む。
４－⑤
・各病院のシステムの更新時期等を踏まえ、引
き続きコンサルタントの活用に取り組む。
４－⑥
引き続き人件費削減のための取組を進める。
４－⑦
・給与カーブのフラット化により、旧給与体系に
比し、24年度に約7.6億円の削減を図り、27年
度までに総額▲20億円の削減を図る。

行刷（春）
省内（春）

（独）労働者健
康福祉機構

労働基準局労災補
償部労災管理課
機構調整第一係

（内線5450）

仕分け实施
時期

対象となった所
管法人・事務事

業
事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　①職員3人削減（平成22年度）
　②職員4人削減（平成23年度）
　③国家公務員ＯＢの削減（役員1人、職員1人）
　　（平成22年度）

１－①　○
１－②　○
１－③　○

１－①　対応済
１－②　対応済
１－③　対応済
　なお、平成22年度における国家公務員
ＯＢ役員1名は公募を経て採用された者で
あり、国家公務員ＯＢ職員4名はいずれも
転籍して研究者となった者である。

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　厚生労働省関係の他の施設で实施されている研修
の労働大学校への集約化を図ることにより、労働大学
校の土地・建物の有効利用を図る。（平成22年度）

○ 対応済
　施設の有効利用を図るため、平成22年
度より労働行政担当職員研修以外の研
修に対する施設の貸し出しを推進すること
により、利用率の向上に努めている。さら
に平成23年度（7月、9月）には、震災対応
の一環として、首都圏で就職活動を行なう
被災地の学生・生徒等に労働大学校の宿
泊施設を無料で提供することとした。
　なお、「独立行政法人の事務・事業の見
直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議
決定）に基づき、労働大学校については
国への移管を予定している。
　また、平成23年9月に、政府出資金約3
億円の国庫納付を行った。

－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　①削減額▲1.2億円（平成22年度）
　②削減額▲1.5億円（平成23年度）

３－①　○
３－②　○

３－①　対応済
３－②　対応済
　なお、平成23年度においては
　・職員数の削減
　・キャリアマトリックスの廃止
　・霞が関事務所の廃止
　・労働関係図書表彰の廃止
　・図書購入の縮減
等により改革案を上回る1.7億円を削減し
た。

－ －

政策統括官付労政
担当参事官室企画

係
（内線7740）

対象となった所管法人・事
務事業

仕分け实
施時期

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

（独）労働政策研究・研修
機構

行刷（春）
省内（春）

平成２３年度までの対応状況

事業仕分けを踏まえた改革案 平成２４年度の
対応予定

平成２４年度における対応予定

5



４．事務・事業の改革
（労働政策研究の改革）
　①緊急の政策課題に的確に対応した調査・分析（平
成22年度）
　部門横断のプロジェクトチームを設置し、厚労省から
の緊急の研究要請に対し短期・集中で成果を出す調
査・分析の仕組みを創設。
　②労働政策の事後評価に資する調査・研究（平成22
年度）
主要な労働政策の实施状況や政策効果についての調
査研究等を实施し、労働政策のＰＤＣＡサイクルに資す
るための調査研究を新たに实施。

（労働行政職員研修の改革）
　③労働大学校での中央研修の合理化（平成23年度）
　労働大学校で实施している研修のうち、都道府県労
働局等において实施可能な研修について、都道府県
労働局等に移管する。
　④貧困・困窮者支援における福祉との連携などの新
たな雇用対策に対応した職員研修（平成22年度）
　貧困・困窮者支援や若年者支援の強化といった新た
な雇用対策に対応して、求職者の住居・生活支援に関
する相談への対応などハローワーク職員の研修を強
化。ハローワーク職員の資質を高め、行政サービスの
質を向上させる。

４－①　○
４－②　○
４－③　○
４－④　○

４－①　対応済
　喫緊の政策課題に、より機動的に対応
することを目的として、新たに緊急調査の
枠組みを整備し、労働政策の企画・立案
に必要な調査ニーズを四半期ごとに把握
することにより、政策の企画・立案に必要
な調査を時機を逃すことなく短期間（原則
3ヶ月程度）で实施することとした。
　なお、平成22年度は、7件の緊急調査を
实施した。平成23年度は、第2四半期時
点において、5件の緊急調査を实施するこ
ととしている。
４－②　対応済
　平成22年度において、改正パート法の
政策評価のための調査、非正規労働者
の能力開発とジョブカード有効活用のた
めの調査研究を实施した。
４－③　対応済
　平成23年度において、都道府県労働局
で实施可能な研修（▲111コマ）の移管を
实施した。
４－④　対応済
　平成22年度より、貧困・困窮者や若年者
支援の強化といった新たな雇用対策に対
応するため、「困窮者等に対する総合相
談」、「若年者雇用問題」等の科目を新設
し、研修内容の充实を図った。

－ －

政策統括官付労政
担当参事官室企画

係
（内線7740）

（独）労働政策研究・研修
機構

行刷（春）
省内（春）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①役員１人削減（平成22年度）
　　②職員５人削減（平成23年度）
        ・管理部門を再編し、管理職ポストの削減　▲3名
        ・大阪支店の管理部門の廃止　▲2名
　　③国家公務員OBを定年後解消（平成22年度末に1名減、平成23年度末に2名減、
     平成24年度末に1名減と段階的に解消）

１－①　○
１－②　○
１－③　○

１－①　対応済
１－②　対応済
１－③　対応済
（平成22年度末に2名減、平成23年7月に1
名減）

１－③　○ １－③
　平成24年度末に１名減予定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①平成22年度中に職員宿舎（26戸）の入札手続きを实施、平成22年度中を目途に公庫
　　総合運動場の入札手続きを实施　簿価８．９８億円
     ②残りの職員宿舎（72戸）については、宿舎の退去を促し、退去完了後平成24年度末を
     目処に売却の手続きを進める。　簿価１７．７１億円

２－①　△ ２－①
　戸塚宿舎(20戸)については平成22年8月
に売却し平成23年3月に国庫納付を完了
（国庫納付額：２．１４億円）。また、宝塚宿
舎ほか（6戸）及び公庫総合運動場につい
ては独立行政法人通則法改正後、売却か
ら現物納付による国庫納付を行うこととし
た。
　境界確定や関係自治体との調整などに
時間を要したことから、国庫納付が遅れて
いるが、現在、財務省の各財務局と調整
中であり、平成23年度末までに国庫納付
を行う予定。

２－②　△ 　入居者に対して平成２４年度中の退去を
促し、同年度以降、国庫納付手続きを進
める。

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲０．１７億円（平成22年度）
　　②削減額▲１．７３億円（平成23年度）
　　③削減額▲２．０７億円（平成24年度）

３－①　○
３－②　○

３－①　対応済
３－②　対応済

３－③　○
（24年度概算
要求関連）

３－③
　平成24年度概算要求で改革案から更に
追加削減する予定。

４．事務・事業の改革
　　①年金担保貸付事業、労災年金担保貸付事業
        ○省内事業仕分け及び行政刷新会議仕分け結果を踏まえ、事業利用者の实態把握
        及び代替措置となり得る他制度の現状把握を行いつつ、事業の廃止に向けた検討を
        進める。

４－①　△ ４－①
　事業廃止までの当面の方策として、現行
制度における貸付限度の引下げ等による
事業規模の縮減方針を平成22年中に取り
まとめた。（平成23年12月实施予定）
　また、事業の廃止に向けた工程表を作
成し、今後の対応方針を平成23年3月に
開催された厚生労働省独立行政法人評
価委員会にて公表した。

４－①　△ ４－①
　平成23年度に实施した事業の見直しの
検証を行いつつ、主たる代替措置である
生活福祉資金制度の今後の予算規模や
实施体制を見極め、廃止に向けた検討を
行う。

年金局総務課
業務管理係
（内線3347）

労働基準局労災補償
部労災保険業務課

年金業務係
（内線#1-332）

(労働基準局労災補
償部労災管理課

企画調整係
（内線5437）)

行刷（春）
省内（春）

（独）福祉医療機構

社会・援護局
福祉基盤課振興係

（内線２８６６）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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　　②福祉貸付事業、医療貸付事業
        ○利用者サービスの更なる向上に向けた取組の徹底
           ・資金貸付時の審査期間を更に短縮し資金調達ニーズに迅速に対応する。
           ・資金貸付時の申請書類の更なる簡素化に向けた検討を行う。
        ○融資相談の強化
        ○有事対応・機動性の強化
        ○小規模組織に対する資金需要の支援の強化
        ○社会医療法人等の公益性の高い医療機関に対する資金需要の支援の強化
        ○融資条件の改善等の利用者側の利便性の向上

４－②　○ ４－②　対応済
　借入申込の受理から貸付内定通知まで
の平均処理期間の短縮、借入申込書類
の簡素化の促進、災害復旧・金融環境の
変化等に伴う経営悪化等の緊急時におけ
る資金需要に迅速かつ機動的に対応する
等、融資枠の確保、融資条件の改善等に
より、利用者サービスの更なる向上のた
めの取組目標を中期計画等に明示し着实
に取り組んでいる。（平成23年3月措置済
み）

ー ー

     ③福祉医療経営支援事業
        ○民間コンサルとの棲み分け
        ○顧実満足度、機動性の向上

４－③　○ ４－③　対応済
   民間コンサルタント会社等で实施されて
いる経営セミナー等の实態把握及び機構
セミナー受講者のニーズ等調査を踏ま
え、民間と競合する業務は廃止し、機構の
独自性が明確になるテーマ設定・講師選
定を行い、施設整備の事業計画の立案や
施設の機能強化に資する情報等に関する
内容へと重点化し、平成23年度の实施計
画の見直しを行った。（平成23年3月措置
済み）
　また、受講者アンケート調査結果に基づ
き、ＷＡＭ独自の経営情報の発信を強化
（経営指標に関する講義時間拡大）及び
社会福祉施設や医療施設の経営者によ
る経営戦略、経営課題及び経営改善事例
等の实践的な事例をカリキュラムに多く取
り入れた結果、セミナー受講者に対するア
ンケート調査における満足度指標につい
ても76.1ポイントと、前年度（74.7ポイント）
より向上した。

ー ー

　　④福祉保健医療情報サービス（ＷＡＭNET）事業
        ○重複する行政情報の掲載を廃止、医療機関・介護事業所情報等の掲載は引き続き
        实施することとし、コスト削減を図る。

４－④　○ ４－④　対応済
　国と重複する行政情報及び民間と競合
するワムネットプラス（福祉用具・機器情
報及び介護保険業務管理ソフト等製品情
報等を掲載）を廃止し、平成23年4月1日
から事業規模の縮減（22年度7億円→23
年度6億円）を行った。なお、行政資料に
ついてはリンクを掲載し、利用者の利便性
が低下しないように配慮した。

４－④　○ ４－④
　引き続きコスト削減を図る予定。

     ⑤組織・運営
       ○給与水準の適正化
           給与水準の適正化については、ラスパイレス指数が概ね100ポイントになるよう
        給与水準の適正化に努める。（24年度までに实施）
       ○大阪支店の事務所スペースの縮減

４－⑤　○ ４－⑤　対応済 ４－⑤　○ ４－⑤
　給与水準の適正化については、改革案
に沿って対応予定。

行刷（春）
省内（春）

（独）福祉医療機構

社会・援護局
福祉基盤課振興係

（内線２８６６）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①国家公務員ＯＢの見直し（平成23年度）
　　②非公務員化（平成23年度）

１－①　○
１－②　△

１－①　対応済
１－②
　機構の非公務員化については、現在、
行政刷新会議で行われている独立行政
法人改革に関する分科会において、医療
関係法人の新たな制度を議論されている
ことから、その検討結果を踏まえ対応する
予定。

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①廃止した病院の跡地を国庫納付（平成22年度）

２－①　△ ２－①
・対象地が豪雪地にあり境界確定作業が
雪解けを待たないと实施できず、予想以
上に時間を要することとなったこと、
・財務事務所との協議の中で、土壌汚染
再調査等を实施することとなり、その作業
の完了が平成22年度中にできなかったこ
と、
・東日本大震災が発生し、当該事務に従
事していた、ブロック事務所の担当者が、
被災地に派遣されたことで事務が停止し
たこと、
などにより、納付に遅れが生じているもの
の、平成23年度中には国庫納付が完了
する予定。

－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①診療事業に充てられる運営費交付金49億円のう
　　　ち、30億円を削減（平成23年度）
　　②運営費交付金で措置されている整理資源等(180
　　　億円)を他独法と同様の取扱いとすることにより、
　　　国からの直接払いに移行(平成23年度)

３－①　○
３－②　△

３－①　対応済（上回る額を削減）
３－②
　平成22年度４月の省内事業仕分け後の
11月に行政刷新会議の事業仕分けで、国
立病院機構の運営費交付金で措置してい
る整理資源が議論され、また、平成23年
における行政事業レビューにおいて、運
営費交付金のあり方について見直すべき
とされたことから、現在、関係省庁と調整
中である。

－ －

４．事務・事業の改革
　　①契約の徹底した適正化（平成22年度）
　　②調達コストの一層の削減（平成22年度）

４－①　○
４－②　○

４－①　対応済
４－②　対応済 － －

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

省内（春） （独）国立病院機構

医政局国立病院課
国立病院機構

管理室
運営管理係

（内線２６３５）
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１．ヒト(組織のスリム化)
　　①審議役を1人削減(平成23年度)
　　②嘱託職員職を10人削減(平成23年度)

１－①　○
１－②　○

１－①　対応済
１－②　対応済

２．モノ(余剰資産などの売却)
　　土地、建物等の固定資産は保有していない － －

３．カネ(国からの財政支出の削減)
　　①運営費交付金を0.9億円削減(平成23年度)

３－①　○ ３－①　対応済

４．事務・事業の改革
（１）人材改革
　①審査関連業務と安全対策業務の拡充
　　 ○ﾄﾞﾗｯｸﾞ･ﾗｸﾞ、ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾗｸﾞの完全解消に向け、中
　　　　期計画に沿った人員増等の審査関連業務の
　　　　拡充の推進(ﾄﾞﾗｯｸﾞ･ﾗｸﾞは平成23年度までに、
　　　　ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾗｸﾞは平成25年度までに解消）
　　 ○関係企業等のﾆｰｽﾞを踏まえた相談体制の充实

４－(1)－①　△ ４－(1)－①
・高度な専門性を有する優秀な審査員を
計画的に増員し、審査関連業務の拡充・
強化を实施中(平成23年4月1日現在にお
いて、新薬審査増員計画236人中186人
増員、機器審査増員計画69人中38人増
員、安全対策業務増員計画100人中78人
増員)
・平成23年7月から、開発初期段階からの
相談に対応する「薬事戦略相談推進事
業」を開始

４－(1)－①
○

４－(1)－①
・引き続き、高度な専門性を有する優秀な審査員を
計画的に増員し、審査関連業務の拡充・強化を図る
予定

　②研修の拡充強化
　　 ○医療現場・国際学会への派遣、中堅・管理職
　　　　研修の充实

４－(1)－②　○ ４－(1)－②　対応済
・平成22年度からは、医療機器研究を
行っている大学等に赴いて研究現場の視
察や研究体験を行う实地研修を開始
・平成23年度に、医療機器の使用現場で
ある手術に立会う实地研修を開始させ、
国際学会への派遣、中堅・管理職研修の
必修化等、研修を更に充实

　③レギュラトリーサイエンスの普及推進
　　○連携大学院構想の推進、国際基準策定に寄与

４－(1)－③　○ ４－(1)－③
・7大学と連携大学院協定を締結(平成23
年11月現在)
・先端技術応用製品等についてのｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝを策定するため、平成23年7月に｢規格
基準部｣を新設

行刷（春）
省内（春）

（独）医薬品医療機器総合
機構

医薬食品局総務課
調査係

（内線2913）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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　④職員の意識改革
　　○利用者の立場に立った業務遂行や無駄削減の
　　　 取組み
　　○国際舞台での積極的活躍
　　○ｷｬﾘｱ･ﾊﾟｽの明確化(研修、人事交流などを経
　　　 た管理職等への昇進の目安を明示)

４－(1)－④　○ ４－(1)－④　対応済
・一般相談窓口を開設し国民からの意見
等を受け付けるとともに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等による情報提供等を随時实施
・ｺｽﾄ削減目標を策定し、無駄削減に向け
た取組を实施
・欧米ｱｼﾞｱ諸国・諸国際機関との連携強
化、ＩＣＨ等の国際調和活動、国際共同治
験を推進
・平成23年3月にPMDAｷｬﾘｱﾊﾟｽを策定

　⑤ガバナンスの強化
　　○ｷｬﾘｱ･ﾊﾟｽ、現役出向の在り方等の検討のため
　　　 の外部有識者会議の設置
　　○国からの現役出向者数(120人)を削減し、課長
　　　 級以上の全職員(95人)のうち、ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の割
　　　 合を、4年以内に、50%以上に
　　○理事長と職員との直接意見交換の充实

４－(1)－⑤　△ ４－(1)－⑤
・平成23年1月に「人事・組織運営有識者
会議」を設置
・課長級以上の職員のうちのﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員
の割合を、50%以上にするよう対応中（平
成23年4月1日現在、国からの現役出向者
は95人中61人から100人中55人に減尐、
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の割合は45%に上昇)
・理事長と各部職員との意見交換会を月2
～3回開催

４－(1)－⑤
○

４－(1)－⑤
・課長級以上の職員のうちのﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の割合を、
50%以上にするよう対応する予定

　⑥民間（学界、医療現場、産業界）との人事交流 ４－(1)－⑥　△ ４－(1)－⑥
・7大学と連携大学院協定を締結するとと
もに、国立高度専門医療研究ｾﾝﾀｰ、国立
病院、大学等との人事交流のため、各大
学や国立病院等に対し業務説明を实施
し、臨床担当の人材の確保に向けて取組
中

４－(1)－⑥
○

４－(1)－⑥
・民間との人事交流に向けた取組を進める予定

（２）コスト改革
　①随意契約の見直し・冗費の徹底削減
　

４－(2)－①　○ ４－(2)－①　対応済
・「随意契約等見直し計画」に基づき一般
競争入札を促進（平成22年度は競争性の
ある契約方式の割合が前年度に比べ、件
数で7.0%、金額で24.8%増加）
・無駄削減に向けたｺｽﾄ削減目標を策定
し、時間外勤務時間、ﾀｸｼｰ乗車券、光熱
費を削減

　②3業務（審査・安全・救済）の情報連携による業
　　 務効率化

４－(2)－②　○ ４－(2)ー②　対応済
・個人情報に配慮の上、健康被害救済給
付に係る請求情報及び支給・不支給決定
情報を安全対策部門等に提供
・治験段階から市販後まで医薬品の安全
性を一貫して管理する「ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰ制
度」を3審査ﾁｰﾑ（平成21年度）から8審査
ﾁｰﾑ（平成22年度）に、さらに12審査ﾁｰﾑ
に拡充（平成23年度）

　③国民及び関係者の声の業務運営への反映 ４－(2)－③　○ ４－(2)－③　対応済
・一般相談窓口を設置し、国民や関係企
業等からの意見等を受け付け、業務改善
に役立てるとともに、「国民の声」としてﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞ上で公表

行刷（春）
省内（春）

（独）医薬品医療機器総合
機構

医薬食品局総務課
調査係

（内線2913）
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（３）情報改革
　①生活者の目線に立った情報提供 ４－(3)－①　○ ４－(3)ー①　対応済

・利用者からの意見等を踏まえ、ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞの利便性を向上
・健康被害救済制度の周知のため、ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑの開催等、積極的な広報活動を实
施

　②国際化に対応した情報提供 ４－(3)－②　○ ４－(3)－②　対応済
・英文ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにﾆｭｰｽﾚﾀｰ、審査報告
書、安全性情報等の英訳版を公表すると
ともに、国際学会等においてPMDA業務
の広報を实施

【行刷による仕分け結果を踏まえた改革案】
１．審査関連業務・安全対策業務の拡充
　①審査関連業務の強化
　　 ○ﾄﾞﾗｯｸﾞ･ﾗｸﾞ、ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾗｸﾞの完全解消に向け、中
　　　　期計画に沿って、人員増等の審査関連業務の
　　　　拡充を図る。(ﾄﾞﾗｯｸﾞ･ﾗｸﾞは23年度、ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾗｸﾞ
　　　　は25年度までに解消）
　　 ○関係企業等のﾆｰｽﾞを踏まえた相談体制の充
　　　  实を図る。
　

１－①　△ １－①
・高度な専門性を有する優秀な審査員を
計画的に増員し、審査関連業務の拡充・
強化を实施中(平成23年4月1日現在にお
いて、新薬審査増員計画236人中186人
増員、機器審査増員計画69人中38人増
員)
・平成23年７月から、開発初期段階からの
相談に対応する「薬事戦略相談推進事
業」を開始

１－①　○ １－①
・引き続き、高度な専門性を有する優秀な審査員を
計画的に増員し、審査関連業務の拡充・強化を図る
予定

　②安全対策業務の強化（安全部）
　　 ○中期計画に沿って、人員増等の安全対策業務
　　　　の拡充を図る。

１－②　△ １－②
・高度な専門性を有する優秀な職員を計
画的に増員し、安全対策業務の拡充・強
化を实施(平成23年4月1日現在において
安全対策業務増員計画100人中78人増
員)
・平成23年度から、1000万人規模の医療
情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを構築するため「医療情報
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業」を实施中

１－②　○ １－②
・引き続き、高度な専門性を有する優秀な職員を計
画的に増員し、安全対策業務の拡充・強化を図る予
定
・引き続き医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを構築するため「医療
情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業」を实施する予定

【行刷による仕分け結果を踏まえた改革案】
２．出向の在り方の問題を含め、ガバナンスの抜本的
改革・強化
　①ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員のｷｬﾘｱ･ﾊﾟｽ、現役出向の在り方、民
　　 間との人事交流の活性化等を検討するため、
　　 理事長直轄の外部有識者会議を設置する。
　②現役出向者数の削減
　　 ○課長級以上の職員のうちのﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の割合
　　　  を、4年以内に、50%以上にする。
　③理事長と職員との直接意見交換の充实
　　 ○職員の意見を聴く会等理事長と職員の直接意
　　　　見交換の場の充实、目安箱の設置等

２－①　○

２－②　△

２－③　○

２－①対応済
・平成23年1月に理事長直属の｢人事･組
織運営有識者会議｣を設置

２－②
・課長級以上の職員のうちのﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員
の割合を、50%以上にするよう対応中（平
成23年4月1日現在、国からの現役出向者
は95人中61人から100人中55人に減尐、
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の割合は45%に上昇)

２－③対応済
・業務改善目安箱を設置
・理事長と各部職員との意見交換会を月2
～3回開催

２－②　○ ２－②
・課長級以上の職員のうちのﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の割合を、
50%以上にするよう対応する予定

行刷（春）
省内（春）

（独）医薬品医療機器総合
機構

医薬食品局総務課
調査係

（内線2913）

12



１．ヒト（組織のスリム化）
　　①職員４人削減（平成23年度）
　　②１支所の廃止（平成23年度）
　　③国家公務員OBを１人削減（平成23年度）

１－①　△
１－②　△
１－③　○

１－①
職員３人削減は対応済だが、残りの職員１
人削減は、１支所の廃止に併せて削減予
定。
１－②
１支所である薬用植物資源研究センター
和歌山圃場については、現在栽培してい
る薬用植物の種子を国内外の研究者に対
し平成23年度末まで提供することとしてお
り、事業完了後、速やかに廃止の予定。
１－③　対応済

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①薬用植物資源研究センター和歌山圃場の土地の売却
　 　　簿価１．８億円
　　②不要資産の国庫返納　７３億円

２－②　△ ２－②
今年度の不要資産（約４５億）について
は、現在、財務省と協議中であり、速やか
に国庫納付する予定。その他の政府出資
金は、承継事業の既出融資の回収が終了
するまでの経過業務のために必要な資本
金であるため、当該業務が終了する平成
３５年度末に国庫納付する予定。

２－①　○ ２－①
薬用植物資源研究センター和歌山圃場について
は、現在栽培している薬用植物の種子を国内外の
研究者に対し平成23年度末まで提供することとして
おり、事業完了後、速やかに廃止し、国庫返納する
予定。

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲１３．３億円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①他の研究開発型の独立行政法人との統合
　　②基盤的技術研究、生物資源研究について、事業
　　　 の重点化等による規模縮減
　　③ヒューマンサイエンス振興財団との関係見直し
　　④基礎研究推進事業の国による实施（平成23年度）
　　⑤希尐疾病用医薬品等開発振興事業の国等による
　　　 实施

４－②　○
４－④　○
４－⑤　△

４－②　対応済
４－④　対応済
４－⑤
厚生科学審議会医薬品等制度改正検討
部会で薬事法等改正の検討を行ってお
り、その中で希尐疾病用医薬品・医療機
器の開発支援体制についても議論されて
いる。今後、今年中に必要な制度改正案
のとりまとめが行われる予定。

４－①　△

４－③　△

４－①
統合を含めた組織の在り方の見直しについては、今
後、行政刷新会議事務局及び内閣官房行政改革推
進室による独法の制度・組織の見直し検討の中で
取り扱うこととしている。
４－③
ヒューマンサイエンス振興財団と共同で实施してい
る細胞バンク事業については、平成25年度から本
法人が自ら分譲を实施することを目指して、研究者
への分譲に影響が出ないよう留意しつつ、平成23
年度に分譲に必要な設備を整備する予算を一時的
に手当するなど体制作りを進めたところであり、引き
続き改革の達成に向けて調整していく予定。

行刷（春）
省内（春）

（独）医薬基盤研究所
大臣官房厚生科学課

指導係、経理係
（内線３８１７、３８１２）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①職員1人削減（平成23年度）
　　②役職員５人削減（平成23年度以降）
　　③国家公務員OBを２人削減（平成23年度）

１－①　○
１－③　○

１－①　対応済
１－③　対応済

１－②　△ １－②
役職員５人削減については、他の研究開発型の独
法との統合時に行うこととしているが、統合を含めた
組織の在り方の見直しについては、今後、行政刷新
会議事務局及び内閣官房行政改革推進室による独
法の制度・組織の見直し検討の中で取り扱うこととし
ている。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①公用車を売却　１８万円（平成22年度）

２－①　○ ２－①　対応済 － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲３，７００万円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①他の研究開発型の独立行政法人との統合
　　②特別用途食品の試験業務の見直し
　　③栄養情報担当者（ＮＲ）制度の第三者機関への
　　　 事業移管

－ － ４－①　△

４－②　△

４－③　△

４－①
統合を含めた組織の在り方の見直しについては、今
後、行政刷新会議事務局及び内閣官房行政改革推
進室による独法の制度・組織の見直し検討の中で
取り扱うこととしている。
４－②
表示許可試験に係る手数料の改正に当たっては、
健康増進法施行令改正を要するものであり、所管
省庁である消費者庁において、現行の手数料の積
算根拠に係る情報の収集を行うとともに、健栄研か
ら随時ヒアリングを行うなどして、用途毎の手数料
額の積算の検討を進めているところである。
また、収去食品の試験業務に係る民間の登録試験
機関の導入に当たっては、健康増進法改正を要す
るものであり、所管省庁である消費者庁において、
健栄研から随時ヒアリングを行いつつ、民間開放し
た場合の契約方法や収去からの流れ等について検
討を進めているところである。
４－③
移管する場合の問題点について、NR養成講座の实
施団体等と調整中である。

省内（春） （独）国立健康・栄養研究所
大臣官房厚生科学課

指導係、経理係
（内線３８１７、３８１２）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事務
事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①現行業務分は5年間に10%以上削減
　　②理事（国家公務員ＯＢ）は次回改選時に公募

１－①　○
１－②　○

１－①　対応済
計画どおり实施中。
１－②　対応済
本年７月に公募を实施し、選考結果に基
づいて23年10月に理事を改めて任命。

１－①　○ １－①
引き続き、26年度までに現行業務分で10％以上の
削減を目指す。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
  　①23年度（21年度対比）
　　　　　削減額▲320億円＋α （医療費ベース）
　　　　　（内訳）
　　　　　　・ﾚｾﾌﾟﾄ点検効果額：
　　　　　　　　削減額▲270億円＋α （医療費ベース）
　　　　　　・ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進分：
　　　　　　　　削減額▲50億円＋α （医療費ベース）
　

　　②「事務経費削減計画」を策定

３－①　○

３－②　○

３－①　対応済
平成22年度中の削減額▲333億円（推計）
・レセプトを資格・内容・外傷について点検
を行い、22年度において246億円の効果
額を得ている。23年度も引き続き实施中。
・21年度に实施したジェネリック医療品の
使用促進による医療費の軽減効果額を推
計すると年間約70億円となり、さらに22年
度においては21年度の効果額とは別に年
間17億円の効果があった。23年度も引き
続き使用促進を図る予定。
３－②　対応済
22年8月に策定した事務経費削減計画に
基づき、22年度予算対比で、23年度は約
29億円を削減した。

－ －

４．事務・事業の改革
　　①日本年金機構との連携の強化

　　②お実様の声の集約・改善
　　　　（コールセンター機能の他支部への展開）

　　③業務改革会議の实施

　
　　④レセプト点検の効果的な推進

４－①　○

４－②　○

４－③　○

４－④　○

－ －

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

省内（春） 全国健康保険協会 保険局保険課
全国健康保険協会

管理室
（内線３１５２）

４－①  対応済
日本年金機構、厚労省との連絡調整会議
の場を活用し、事業の円滑化を図ってい
る。
４－②　対応済
東京支部に続き、23年度は大阪支部にお
いて实施。今後、さらに他支部へ拡大を検
討。
４－③　対応済
各支部において効率的な業務方法や業務
改革・改善を提案し、検討する場として、
「業務化改革会議」を開催。22年度は「任
意継続被保険者・高額療養費のサービス
向上」の具体策をまとめた。23年度は「窓
口サービス向上」などに議論しており、具
体策を取りまとめる予定。
４－④　対応済
レセプト点検の効果的な推進を図るため、
下記の業務を实施。
　○レセプト点検効果向上化計画
自動点検システムによる疑義レセプトの抽
出の効率化と、内容点検における各支部
の課題を分析し、レセプト点検の環境の改
善を図っている。
　○支払基金と連携してレセプトの資格確
認の迅速化
支払基金と連携し、請求前のレセプトの資
格情報をオンラインであらかじめ入手し、
迅速な資格確認を行っている。（平成23年
10月より）

　○レセプト点検業務の外部委託
レセプト点検業務の一部を外部委託とし、
レセプト内容点検の拡充を図るとともに、
レセプト点検員のスキルアップを図る。（平
成24年1月より）

４－⑤　対応済
・支部の幹部が中心となり、事業所訪問に
よる受診勧奨等に努めるとともに、健診受
診者の受入れ態勢の拡大と利便性の向
上を図るため、新たな健診实施機関を増
やした（契約機関約2,200機関）。
・事業主健診データの取得を促進するた
め、国の定めた形式（XML形式）以外でも
健診データが取得可能となるシステム
（CSV形式）の開発を行った。
・受診手続きの簡素化を図るため、被扶養
者に受診券を直送する方式に切り替える
などの取組みを行った。
・特定健診とがん検診を同時に受診できる
よう市町村との間での健診機関の情報を
共有している。
・保健指導の効率化を進めるため、22年
度にパイロット事業でITを活用した保健指
導に取組み、初回面談数の増加、中断率
の減尐などの成果が見られたため、23年
度は対象支部の拡大を図り積極的な活用
を行っている。

４－⑥　対応済
業務・システム刷新においては、22年8月
より業務・システム刷新調査を实施し、現
行の業務・システムの課題について把握・
分析を行った。23年度は新しい業務プロセ
ス及びこれを支えるシステムの「業務・シ
ステム刷新計画書」の策定を行う。

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）
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平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

省内（春） 全国健康保険協会 保険局保険課
全国健康保険協会

管理室
（内線３１５２）

４－①  対応済
日本年金機構、厚労省との連絡調整会議
の場を活用し、事業の円滑化を図ってい
る。
４－②　対応済
東京支部に続き、23年度は大阪支部にお
いて实施。今後、さらに他支部へ拡大を検
討。
４－③　対応済
各支部において効率的な業務方法や業務
改革・改善を提案し、検討する場として、
「業務化改革会議」を開催。22年度は「任
意継続被保険者・高額療養費のサービス
向上」の具体策をまとめた。23年度は「窓
口サービス向上」などに議論しており、具
体策を取りまとめる予定。
４－④　対応済
レセプト点検の効果的な推進を図るため、
下記の業務を实施。
　○レセプト点検効果向上化計画
自動点検システムによる疑義レセプトの抽
出の効率化と、内容点検における各支部
の課題を分析し、レセプト点検の環境の改
善を図っている。
　○支払基金と連携してレセプトの資格確
認の迅速化
支払基金と連携し、請求前のレセプトの資
格情報をオンラインであらかじめ入手し、
迅速な資格確認を行っている。（平成23年
10月より）

　○レセプト点検業務の外部委託
レセプト点検業務の一部を外部委託とし、
レセプト内容点検の拡充を図るとともに、
レセプト点検員のスキルアップを図る。（平
成24年1月より）

４－⑤　対応済
・支部の幹部が中心となり、事業所訪問に
よる受診勧奨等に努めるとともに、健診受
診者の受入れ態勢の拡大と利便性の向
上を図るため、新たな健診实施機関を増
やした（契約機関約2,200機関）。
・事業主健診データの取得を促進するた
め、国の定めた形式（XML形式）以外でも
健診データが取得可能となるシステム
（CSV形式）の開発を行った。
・受診手続きの簡素化を図るため、被扶養
者に受診券を直送する方式に切り替える
などの取組みを行った。
・特定健診とがん検診を同時に受診できる
よう市町村との間での健診機関の情報を
共有している。
・保健指導の効率化を進めるため、22年
度にパイロット事業でITを活用した保健指
導に取組み、初回面談数の増加、中断率
の減尐などの成果が見られたため、23年
度は対象支部の拡大を図り積極的な活用
を行っている。

４－⑥　対応済
業務・システム刷新においては、22年8月
より業務・システム刷新調査を实施し、現
行の業務・システムの課題について把握・
分析を行った。23年度は新しい業務プロセ
ス及びこれを支えるシステムの「業務・シ
ステム刷新計画書」の策定を行う。

　

　　⑤保健事業の効果的な推進

　　⑥職員体制の見直し
　　　　（業務・システムのあり方の検討等）

４－⑤　○

４－⑥　○
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①管理部門職員３人削減（平成２３年度）

１－①　○ １－①　対応済 － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①施設・設備の有償貸与を進める。（平成23年度）

２－①　○ ２－①　対応済 － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲４７００万円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①外部研究資金の獲得向上に向けた目標設定。
　　②省庁を超えた共同研究の实施・連携強化。
　　③他の研究開発型の独立行政法人との統合。

４－①　○
４－②　○

４－①　対応済
４－②　対応済

４－③　○ ４－③
　統合を含めた組織の在り方の見直しについては、
今後、行政刷新会議事務局及び内閣官房行政改革
推進室による独法の制度・組織の見直し検討の中
で取り扱うこととしている。

省内（春）
（独）労働安全衛生総合

研究所

労働基準局安全衛
生部計画課

（内線５５４９）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①常勤役員：２２年度４人⇒２３年度３人
　　②常勤職員：２２年度３９２人⇒２３年度３８７人
　　③国家公務員OB関連
　　　　(1)理事長：次期改選時に公募（平成23年）
　　　　(2)役員：次期改選時に民間から積極的に登用
　　　　(3)職員：安全管理士等専門職を除き、定年後解消

１－①　○
１－②　○
１－③(1)　○
１－③(2)　△
１－③(3)　△

１－①　　対応済
１－②　　対応済
１－③(1) 対応済
１－③(2) 一部対応済
　　　　　　　（常務理事：民間人が就任
　　　　　　　　監事：公募により民間人が就任
　　　　　　　　専務理事：民間人の登用を前提に
　　　　　　　　人選していたが、直前に候補者が
　　　　　　　　辞退したことと、公募により就任す
　　　　　　　　る新理事長の意見も聴取し、常務
　　　　　　　　理事（ＯＢ）を１年に限り専務理事
　　　　　　　　に任用）
１－③(3) 対応中（専門職も含め、公募を实施
　　　　　　　　している）

１－③(2)　○ １－③(2) 　対応予定
　　　　　　　（専務理事の登用について検討）

２．モノ（余剰資産などの売却）
　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①補助金の抜本見直し（人件費中心⇒中小企業対策
　　　事業費）
　　②２２年度委託事業（１１事業）のうち、５事業を廃止、
　　　このほか一者応札を解消するための一般競争入札
　　　の拡大を实施
　　③国からの財政支出額
　　　尐なくとも△１３．５億円
　　　（２２年度３６．６億円⇒２３年度２３．１億円以下）

３－①　○
３－②　○
３－③　○

３－①　対応済
３－②　対応済
３－③　対応済

－ －

４．事務・事業の改革
　　①委託事業の廃止
　　②日本バイオアッセイ研究センター関係の委託事業に
　　　ついて、（独）労働安全衛生総合研究所（（独）医薬基
　　　盤研究所及び（独）国立健康・栄養研究所との統合を
　　　予定）へ移管
　　③運営管理の効率化を实施（総額人件費の適正化、
　　　事業収支率の改善、外部有識者による事業効果の
　　　評価の实施　等）

４－①　○
４－③　○

４－①　対応済
４－③　対応済

４－②　○ ４－②　対応予定（研究開発独法の見直しの動向
　　　　　　　　　　　を踏まえ検討）

行刷（春）
省内（春）

中央労働災害防止協会

労働基準局
安全衛生部

計画課
（内線5475）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①常勤役員：２２年度２人⇒２３年度１人（△１人）
　　②職員：２２年度２８２人⇒２３年度２７４人（△８人）
　　③国家公務員OB関連
　　　　(1)役員：民間
　　　　(2)職員：安全管理士等専門職を除き、定年後解消

１－①　○
１－②　○
１－③(1)　○
１－③(2)　△

１－①　　対応済
１－②　　対応済
１－③(1) 対応済
１－③(2) 対応中（退職者が発生した場合は、
　　　　　　専門職も含め、公募を实施予定）

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①研修所跡地（自主財源）の売却

２－①　△ ２－①　対応中（23年度総代会で財産処分の
　　　　　決定済み）

－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①補助金の抜本見直し（人件費中心⇒中小企業対策
　　　事業費に変更、補助を３年をメドに廃止）
　　②22年度委託事業の廃止

３－①　△
３－②　○

３－①　一部対応
　　　　　　（23年度より補助対象を中小企業対策
　　　　　　事業中心に変更）

３－②　対応済

３－①　△ ３－①
国庫補助は25年度末で廃止予定

４．事務・事業の改革
　　①補助金を３年をメドに廃止（建設業界の自主的労災
　　　防止活動を行う団体として自立を目指す）
　　②自主事業の見直し（拡大）による自己収入の確保

４－②　△ ４－②　対応中
　　　　　　（マネジメントシステムの認定事業の展
　　　　　　開等自己収入の拡大について対応中）

４－①　△ ４－①
国庫補助は25年度末で廃止予定

省内（春） 建設業労働災害防止協会

労働基準局
安全衛生部

計画課
（内線5475）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
①役員の1名削減（平成23年10月）
②平成22年度の職員数から尐なくとも１０人程度削減
（平成25年度まで）
③国家公務員OBである理事の次期改選時に公募選考
を实施（平成23年10月）

１－①　○
１－②　△
１－③　○

１－①　対応済
１－②　平成23年10月に管理職を1名削減
１－③　現在公募選考を实施中

１－②　△ １－②
平成24年度に適格年金移行課の廃止により7名、平
成25年度に管理部門のスリム化等により2名を削減
する予定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
①１．６億円相当の越谷宿舎の土地を国庫納付（平成2
２年度）
②本部ビル(土地1,917㎡）は、耐用年数を経過した時点
で売却・移転

２－①　△ ２－①　対応中
隣地所有者との境界確定、公道からの進
入路の確保ができないため、単独では売
却できない等、国庫納付するために解決
すべき問題が多数あるため、関係者と調
整を行ってきた。その結果、進入路の確保
が事实上困難であるとの結果となったもの
の、現在、国庫納付を行う前提で厚生労
働省と調整中。

２－②　○ ２－②
本部ビルについては、速やかに本部を移転し、土地
を売却することが合理的であると考え、24年度に移
転する予定。

３．カネ（国からの財政支出の削減）
①基幹的業務に係る補助金を4600万円削減（平成23年
度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
【効果的な加入促進等】
①これまでの加入促進活動結果を検証し、今後、効率
的な加入促進を行うため、大都市への集約化を図る。
②高い实績を得ている団体の積極的活用をさらに進め
るとともに、今後新規拡大が見込める分野の業界団体
への委託等についても検討。
③相談コーナー(8カ所）について、稼働率が高い所以外
の6カ所を廃止（コールセンター化を検討）。
【未請求問題等への対応】
④退職後３カ月を経過した時点で退職金が未請求の場
合に、退職者の住所の提供を事業主に依頼し、迅速な
住所把握を図る（得られた情報に基づき機構から退職
者に直接請求を要請）。
⑤これまでの未請求対策を検証するとともに、住基ネッ
トの活用の検討（法改正が必要）や、退職時の被共済
者の住所把握の实施等による効率的な取組を推進。
【業務の一体的な運営の推進】
⑥特定業種退職金共済事業（建退共、清退共、林退
共）のみならず、一般の中小企業退職金共済も含め、
機構全体の資産運用を一体的に实施。
⑦同様に、機構全体のシステム運用について、一体的
に实施。
⑧清退共と林退共の業務運営の一体化を進める。
【資産運用の透明性の確保】
⑨基本ポートフォリオ等に関するALM研究会、資産運用
検討委員会、資産運用評価委員会の会議資料や議事
要旨をホームページに掲載するなど、透明性の向上を
図る。（22年度から实施）

４－②　○
４－④　○
４－⑤　△
４－⑦　○
４－⑨　○

4－②　対応済

４－④　対応済

４－⑤　対応中
これまでの未請求対策を検証するととも
に、23年度中に事業所が提出する退職届
の様式を変更して住所欄を設け、退職労
働者の住所を効率的に把握できるよう準
備中。住基ネットの活用については、法改
正を行うべく総務省等と調整する。

4－⑦　対応済

4－⑨　対応済

４－①　△
４－③　△
４－⑥　○
４－⑧　○

４－①③
大都市等での加入促進を強化するため、平成25年
度から全国８カ所にある相談コーナーを大都市の２
カ所のみに削減・重点化し、加入促進活動の拠点と
して位置づけるとともに、６カ所の相談コーナー廃止
後に顧実サービス低下にならないためのコールセン
ターの設置等を予定。
４－⑥
平成24年度から实施予定。
４－⑧
平成24年度から、清退共と林退共の業務運営を行う
組織の一体化を行う予定。

省内（春） （独）勤労者退職金共済機構

労働基準局
勤労者生活課
機構調整係

（内線５３６５，５３７
７）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　①　管理部門・事業部門の全般的な効率化を進め、更なる削減に
向けて精査（平成23年度）
　
　②　理事ポスト２・監事ポスト１を廃止（平成22年度）

　
　③　常勤理事・監事を全員民間化（平成22年度）

　
　④　理事長は任期満了時に公募（平成23年度）

　
　⑤　国家公務員OB（職員）は定年後解消（平成24年度）

１－①　○

１－②　○

１－③　○

１－④　○

１－⑤　○

１－①　対応済
　　　　　削減数 職員▲２人（平成23年４月１日時点）（平成23年度）

１－②　対応済
　　　　　平成22年６月の総会において、理事ポスト▲２、監事ポスト▲１（平成22年度）

１－③　対応済
　　　　　平成22年６月の総会において全員民間化（平成22年度）

１－④　対応済
　　　　　平成23年４月15日～同年５月16日において公募を实施（平成23年度）

１－⑤　対応済
　　　　　定年前に自己都合退職により解消（平成23年４月30日）　削減数▲１人（平成23年度）

― ―

２．モノ（余剰資産などの売却）
　①　平成22年度中に賃貸料のより安価な場所に移転（不動産は所
有していない）▲0.2億円（平成22年度）

２－①　○ ２－①　対応済
　　　　　平成22年９月27日に安価な場所に移転　削減額▲0.39億円（平成22年度）

－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　①　削減額▲補助金0.35億円（平成23年度） ３－①　○ ３－①　対応済

　　　　　削減額▲補助金0.57億円（平成23年度）
－ －

４．事務・事業の改革
　①　技能検定試験の指定試験機関化の推進（平成22年度中）
　　○　厚生労働省において、中央職業能力開発協会の会員となっ
ている業界団体（238団体）に対し、指定試験機関制度について説明
の上、指定試験機関への移行の可能性について速やかに打診する
とともに、今年度中に結論を得る

　

　

　②　技能検定職種の統廃合等の推進（平成22年９月中）
　　○　厚生労働省において、受検者数30人以下の10職種につい
て、統廃合等を検討し、本年９月に結論を得る

　
　

　
③　技能評価システム移転促進事業の積極的検討
　　○　厚生労働省において、各国における技能評価制度の普及状
況、技能者の需要等を把握し、本事業の实施に適切な国及び当該
国における事業内容を選定するなど戦略的に实施する

　

　

４－①　○

４－②　○

４－③　○

４－①　対応済
　　厚生労働省において、中央職業能力開発協会の中央技能検定委員会の協力団体（216団体）
に対し、指定試験機関制度について説明の上、指定試験機関への移行の可能性について、平成
22年９月16日に打診を行った結果、指定試験機関への移行に「関心がある」と回答した53団体、
「どちらとも言えない」と回答した52団体、「関心がない」と回答した76団体、無回答35団体であ
り、「関心がある」及び「どちらとも言えない」と回答した計105団体に対して、厚生労働省から、平
成22年10月21日に指定手続や指定試験機関の具体的業務内容等の資料を送付（平成22年度）
　　さらに、上記資料を送付した105団体に対し、指定機関化の個別相談の希望意向を確認し、希
望があった20団体に対し、平成23年２月８日及び同月13日に、指定申請等に関する説明会を開
催し、相談を希望する５団体に対して、個別相談の实施を決定
　　平成23年２月８日及び同月13日に、指定申請等に関する説明会を開催し、相談を希望する５
団体に対して、個別相談を实施し、当該５団体において対応を検討中（平成23年度）

４－②　対応済
　　平成22年９月28日、「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」において、年平均受検者数
30人以下の10職種のうち９職種について廃止、１職種については他職種と統合の可否を検討す
るとの結論が得られた。うち２職種は、平成22年12月17日付けで職種廃止を内容とする政省令
の改正を行い公布施行（平成22年度）
　　平成23年度は、検討会の結論を踏まえ、残る７職種について、平成23年11月2日付けで職種
廃止を内容とする政省令の改正を行い公布施行（一部の施行は本年度末）
　また、他職種と統合の可否を検討するとの結論が得られた１職種については、平成23年９月６
日の職業能力開発専門調査員会において他職種と統合との結論（平成23年度）

４－③  対応済
　　厚生労働省及び中央職業能力開発協会による現地調査、ＡＳＥＡＮ＋３事務会合等の国際会
議、ＪＩＣＡの集団研修等の機会を通じた情報収集等により、各国における技能評価制度の普及
状況等を把握するとともに、その結果に基づき、
　・　取組先行国に対して、これまでの取組に加えて、より高度な技能の評価ができる検定員の養
成を支援
　・　新規対象国としてインド、カンボジア、ラオスを追加等、技能評価システム移転促進事業を戦
略的に实施

４－①　―

４－②　―

４－③　―

４－①　―

４－②　―

４－③　－

省内（春） 中央職業能力開発協会

職業能力開発局
能力評価課

企画係
（内線５９４３）
海外協力課

協力係
（内線５９５７）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・
事務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対応
状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の対
応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい

理由等）
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　④　ガバナンス機能の充实・強化（平成22年度中）
　　（a）　中央協会において、理事等から運営に関する意見を収集す
るため、理事等を構成メンバーとする業種別団体会議を拡充する

　　（b）　中央協会と都道府県協会との連携を一層強化するため、業
務に関するブロック会議を行うとともに、個々の都道府県協会から協
会運営に関する要望を吸い上げる仕組みを整備する

　⑤　財務諸表の公開（直ちに实施）
　　○　厚生労働省から、都道府県協会を指導する立場にある都道
府県知事に対し、都道府県協会の財務諸表のホームページ上での
公開について、直ちに要請を行う

　⑥　自己収入の増収（平成22年度～）
　　○　自主事業の普及促進による自己収入の増収を図る

４－④－（a）　○

４－④－（b）　○

４－⑤　○

４－⑥　○

４－④－（a）　対応済
     業種別団体会議は、平成21年度１回（26団体出席）から３回（367団体等出席）へと拡充（平成
22年度）

４－④－（b）　対応済
　　平成22年度から全ブロックにおける業務に関する会議に出席し、問題・要望等の意見の吸い
上げを实施するなど地方協会と一層の連携を図っている（平成22年度）

４－⑤　対応済
　　平成22年６月１日付け能発0601第９号「都道府県職業能力開発協会における決算関係書類
等の公表について」により、職業能力開発局長から都道府県知事あて要請（平成22年度）

４－⑥　対応済
　　自主事業における各種検定試験の受検料の引き上げにより、0.2億円の収益の増加を達成
（平成22年度）

４－④－（a）　―

４－④－（b）　―

４－⑤　―

４－⑥　―

４－④－（a）　―

４－④－（b）　―

４－⑤　―

４－⑥　引き続き、更なる
自己収入の増収を図る
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①役員１人を削減（２３年度）
　　②記録整備に係る人員を平成２５年度を目途に１６人削減
　　③役員公募（２３年４月）

１－①　○
１－②　―
１－③　△

１－①　対応済

１－③　次回評議員会（Ｈ24.2開催予定）で公
募手続きについて承認を得たうえで实施。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①京都年金基金センターは福祉施設としては廃止。建物に
ついても年金運用資産として活用し、その収益を年金積立金
に充当する方向で速やかに検討。

２－①　○ ２－①　対応済

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①補助金削減額▲２．８億円（平成22年度）
　　②補助金削減額▲１．８億円（平成23年度）
　　　　　　　　　　　　　＊平成23年度の補助金0億円(補助金廃止)

３－①　○
３－②　○

３－①　対応済
３－②　対応済

４．事務・事業の改革
　　①未請求者対策 ４－①　○ ４－①　工程表に沿って対応中 ４－①　○ ４－①　工程表に沿い、实施状況等を踏まえ、年度

ごとに計画を見直しながら取り組む。

行刷（春）
省内（春）

企業年金連合会

年金局企業年金
国民年金基金課

企業年金係
（内線　３３２４）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度
の対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
①職員4人削減（平成26年度まで）
②常勤役員について公募制を導入（平成22年度）

１－①　○
１－②　○

１－①　職員２人削減
１－②　対応済

１－①　○ １－①　職員１人削減予定

２．モノ（余剰資産などの売却）
①事務所の整理統合等の検討
　  ・削減額　▲4,000万円

２－①　○ ２－①　削減額 ▲5,500万円（２３年度末予定）
－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
①削減額▲0.4億円（平成23年度）
  　・補助金の見直しによる削減額　▲14.3億円
　　・新規増（システム改修等）　13.9億円

３－①　△ ３－①　2.4億円増（平成23年度予算額）
・補助金の見直しによる削減額　▲14.3億円
・新規増（システム改修等）　16.7億円
(障害者自立支援法の一部改正に伴うシステム改修
経費の増)

－ －

省内（春） （社）国民健康保険中央会

保険局
国民健康保険課

監理係
（内線3259）

４．事務・事業の改革
【契約の徹底した適正化】
①競争入札の徹底（システム開発、印刷業務等）
②随意契約を極力減らすべく、契約事務効率化指針を策定
③契約審査委員会にシステム監査人等の専門家の意見を反映
④厚生労働省において制度改正内容を早期に確定し、システム
開発等に係る競争入札を行う時間的余裕を確保

【システムの最適化・効率化の推進】
⑤新たに採用したシステム担当理事（元・民間企業システム担当
役員）による改革の推進（平成２２年４月～）
⑥システムコンサルタントの増員
⑦システム監査人（元・経済産業省ＣＩＯ補佐官）の役割の強化

【レセプト審査のあり方】
⑧厚生労働省の「審査支払機関の在り方に関する検討会」におけ
る検討を踏まえ、対応（審査委員会の体制、査定率格差の縮小、
手数料のあり方等）
⑨審査の質の向上に向け、地方厚生（支）局（保険医療機関等の
指導・監査部門）との定期的な情報交換を实施（平成２２年度中）

【国保連合会間の査定率格差の縮小】
⑩レセプト電子化の推進と国保中央会独自の「２画面審査システ
ム」の全ての国保連合会への導入による審査の効率化、審査
データの集積
⑪審査基準の統一と国保連合会間の査定率格差の縮小
・審査データの分析・検討、審査事例のデータベースの構築と国
保連合会による活用の促進
・国保連合会職員を対象とする研修等の实施

【国保中央会・国保連合会のあり方の検討】
⑫国保中央会に「国保連合会の将来構想検討会」を設置して検討
を行い、その提言に基づき対策を实施
　→審査支払業務の効率化、医療・介護・健診情報等の分析、国
保中央会と国保連合会の役割分担のあり方、保険者支援業務の
充实・強化、高齢者医療制度改革への支援策、国保保険者の広
域化に関する検討、その他

【役職員の退職金や給与水準の見直し】
⑬政府全体の方針を踏まえて实施
（参考）人事院により算出されたH２０年度のラスパイレス指数は、
在職地学歴勘案で100.8

【旅費・宿泊費等の節減】
⑭旅費規程の見直しにより、原則日帰りの徹底。宿泊を伴う場合
においてはパッケージ利用の推奨

４－①　○
４－②　○
４－③　○
４－④　○

４－⑤　○

４－⑥　○
４－⑦　○

４－⑧　○

４－⑨　○

４－⑩　○

４－⑪　○

４－⑫　○

４－⑬　○

４－⑭　○

４－①　対応済
４－②　対応済
４－③　対応済
４－④　対応済

４－⑤　対応済

４－⑥　対応済
４－⑦　対応済

４－⑧  対応済

４－⑨　対応済

４－⑩　対応済

４－⑪　対応済

４－⑫　対応済

４－⑬　対応済

４－⑭　対応済

－ －

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　①　本部職員３名削減（平成２３年度）
　②　支部職員４７名順次削減
　　　（介護職員基礎研修撤退に伴う（２５年度目途））
　　　※国家公務員OB関連
　③　理事長・監事は公募、２２年度中に役員全員民間化
　④　２３年度OB数は半数以下に削減、２４年度は２３年
　　度よりさらに半減

１－①　○
１－②　－
１－③　○

１－④　○

１－①　対応済（３名削減）
１－②　２５年度目途
１－③　公募を实施し平成２２年７月
　　　　より役員全員民間化
１－④　対応済（OB数：　H22年度52名
　　　　　　　　　　　　　　→H23年度22名）

１－①　－
１－②　－
１－③　－

１－④　○

１－①　－
１－②　－
１－③　－

１－④　２３年度より半減する予定

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　平成21年度2月～22年度6月にかけて本部・支部の移
　　転を实施
　　　（【賃借料等】（移転前）4.0億　→　（移転後）1.5億）

２　○ 　平成21年度2月～22年度6月にかけて本部・支部の移
転を实施し対応済
（移転前賃借料等4.0億　→　移転後1.5億）

２　－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　①　削減額▲３．１億円
　　　・介護雇用管理制度等導入奨励金の見直し
　　　・その他経費（光熱費等）の削減
　②　平成２３年度以降、助成金の支給は、介護労働安定
　　センターではなく、国が实施
　③　▲７億円（介護職員基礎研修撤退に伴う削減
　　　（２５年度目途）)

３－①　○
３－②　○

３－③　－

３－①　対前年度比５．８億円削減
３－②　平成２３年度以降は都道府県労働局で实施
３－③　２５年度目途

３－①　－
３－②　－

３－③　－

３－①　－
３－②　－

３－③　－

４．事務・事業の改革
【雇用安定事業】
（１）業務の集中化による相談援助業務の効果的・効率的实施
　①　平成２３年度以降、介護労働安定センターを助成金
　　の支給機関としない。
　②　介護事業所の雇用管理改善のための相談・援助を
　　中心に効果的・効率的に業務を实施する。

(1)－①　○
(1)－②　○

(1)－①　平成２３年度以降は都道府県労働局で实施
(1)－②　課長内かん（H23.4.22付け職政発0422第2号、
能能発第2号「介護人材確保の推進の徹底について」）に
おいて、新設事業所への訪問等、支援ニーズが高い事
業所を中心に相談・援助を行うことにより、効果的・効率
的に業務が行えるようにした。

(1)－①　－
(1)－②　○

(1)－①　－
(1)－②　H23.4.22付け課長内かんに基づき、引き続
        き業務を实施。

（２）成果を踏まえた業務運営
　関係機関との連携強化、計画的事業所訪問の实施、实施状
況の検証を通じて、介護事業所の雇用管理改善に今後ともさら
なる成果を得るべく取り組みを進める。

(2)　○ (2)　課長内かん（H23.4.22付け職政発0422第2号、能能
発第2号「介護人材確保の推進の徹底について」）におい
て、事業所訪問結果報告票をリニューアルすること等に
より、計画的事業所訪問の实施等を通じた雇用管理改
善のさらなる成果を得る取組が行えるようにした。

(2)　○ H23.4.22付け課長内かんに基づき、引き続き業務を
实施。

（３）情報提供・相談援助機能を強化するためのホームページを
充实等
　①　雇用管理改善の好事例集（約７００）のリニューアル
　　等に今年度より取り組み、实施状況を検証する。
　②　雇用管理实態調査結果、個々の相談援助事例等を
　　踏まえて、随時、政策提言を行う。

(3)－①　○

(3)－②　△

(3)－①　雇用管理改善の好事例集のリニューアルを
行った。
(3)－②　雇用管理实態調査結果、個々の相談援助事例
等を踏まえ介護分野における雇用管理改善のための政
策提言を实施。

(3)－①　○

(3)－②　○

(3)－①　平成24年度も継続して实施予定

(3)－②　平成24年度も継続して实施予定

【能力開発事業】
　介護職員基礎研修（500H）は、民間の参入体制の整った地域
から２５年度目途に順次撤退

－ 　平成24年度より介護職員基礎研修について民間参入
体制の整った３地域（北海道、大阪、長崎）からの撤退。

△ 　精査した結果を踏まえ、更に一部地域から撤退予
定

【組織・運営体制】
（１）組織体制の抜本的見直し
　本部職員３名削減及び２５年度を目途とする介護職員基礎研
修撤退に伴う支部職員４７名順次削減等組織体制の抜本的見
直し
（２）OB縮小の具体的目標設定
　　２３年度OB数は半数以下に削減、２４年度は２３年度よりさら
に半減
（３）自主財源の一層の確保（平成２２年度～）
　自主事業の更なる实施による自主財源の一層の確保を図る。

(1)　○

(2)　○

(3)　○

(1)　本部職員３名削減は対応済。支部職員47名は２５年
度目途に順次削減。
(2)　対応済（OB数：　H22年度52名→H23年度22名）
(3)　介護労働に関する情報提供としての書籍等の販売
や在職者のレベルアップのための講習をはじめとする自
主財源の一層の確保に向けた取組みを实施。

(1)　－

(2)　○

(3)　○

(1)　－

(2)　２３年度より半減する予定

(3)　新たな自主事業拡充策について検討中。

省内（春）
（財）介護労
働安定セン

ター

職業能力開発局
能力開発課
介護労働係

（内線５９６７）

職業安定局
雇用政策課

介護労働対策室
介護労働対策係

（内線５７８５）

仕分け实
施時期

対象となった
所管法人・事

務事業
事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①常勤役員の削減（5人→3人（平成23年度））
　　②常勤職員の削減（338人→334人（平成22年度）
　　　　→329人（平成23年度）→324名（早期に））
　　③検査事務所の再編（今後3年間で4か所以上）

１－①　○
１－②　○
１－③　△

１－①　対応済
１－②　対応済
１－③　対応中（23年度に3か所再編）

１－②　△
１－③　○

１－②
平成24年度以降早期に5名削減し、324人とすること
としているところ。
１－③
1か所再編予定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　余剰資産はない。

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　国からの財政支出はない。

－ － － －

４．事務・事業の改革
　　①組織の見直し検討（平成23年度）
　　　　今後、検査部門を切り離し、研究活動中心となる
　　　こととし、その具体策を検討する。
　　②検査部門の赤字の解消（平成22年度）
　　　　・検査事務所の再編など徹底的に経費を削減す
　　　　　る。
　　　　・役員給与を10％削減する。
　　　　・適正な検査料金の設定を検討する。
　　③積立金のあり方（平成22年度）
　　　・自家保険から他社保険への切り替え、事業運営
　　　　安定のための基金を造成する。
　　　・研究基金を造成し、その運営を第三者委員会に
　　　　委ねる。
　　④新たな関連事業（平成22年度）
　　　省エネ、CO2対策に関する相談援助事業を实施
　　　する。

４－①　△
４－②　△
４－③　△
４－④　△

４－①
公益社団法人への移行認定申請を取り
下げ、検査部門を収益事業、調査研究事
業を公益事業として区分会計することとし
て一般社団法人への移行認可申請を行
う。

４－②
対応中（検査事務所の再編の实施など徹
底的な経費削減、役員給与10％削減。適
正な検査・検定料金の設定については法
人のあり方と密接に関わるため引き続き
検討。）

４－③
対応中（他社保険への切り替え、事業運
営安定基金を造成するとともに、研究基
金を造成した。

４－④
23年度内に対応予定（新規事業の内容を
検討中）

４－①　△
４－②　△
４－③　○

４－①　一般社団法人への移行完了予定
４－②　一般社団法人化に伴い、料金を見直すこと
としている。
４－③　研究基金の第三者委員会による運営を平
成24年度から实施予定

省内（春） （社）日本ボイラ協会
労働基準局安全衛
生部安全課機械班

（内線５４８５）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①役員２１人削減（平成23年度）
　　②連絡所２カ所廃止（平成23年度）
　　③役員及び職員の後任（役員1名、職員1名）を公募

１－①　△
１－②　△
１－③　△

１－①　一部対応済
　役員数は38人→17人（▲21人）を改革案とし
ていたが、理事会を構成する関係者のバランス
を考慮し19人（▲19人）の体制となっている。
１－②　一部対応済
　連絡所２カ所（北海道、東北）のうち、東北連
絡所については廃止決定。北海道連絡所につ
いては、地域の医療関係者等から存続の強い
要望もあり、調整中。
１－③　一部対応済
　役員については、これまで非常勤理事であっ
た者（民間団体出身）が、理事会の承認を経て
後任となった。職員については、人件費の確保
等の問題から空席のままである。

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　該当なし

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲８２百万円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済
　国庫補助額平成22年度808百円→平成23年
度719百万円（▲89百万円）
　システム改修等、改正法施行に伴う特殊要因
にかかる経費の削減等

－ －

４．事務・事業の改革
　　①移植医療に関する普及啓発活動や意思表示方
法についての広報活動を充实する。（平成23年度）
　　②臓器提供意思登録システムの活用を推進。（平
成23年度）

４－①　○
４－②　○

４－①　対応済
　一般向けに作成したリーフレットの配布のほ
か、運転免許センター等関係機関との連携を図
る等、ターゲット別に多様なメディアを用いて効
率的・効果的な普及啓発活動に取組、充实を
図っている。なお、平成23年度よりACジャパン
による公共広告の放送も開始している。
４－②　対応済
　臓器提供意思登録者について、平成22年度
は年間登録者数が約40,000名と大幅に増加し
ており活用が図られている。

－ －

省内（春）
（社）日本臓器移植ネット

ワーク

健康局疾病対策課
臓器移植対策室

移植普及係
（内線２３６５）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度
の対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）

　①国家公務員ＯＢ役員を１名削減（平成２２年度）

　②国家公務員ＯＢ非常勤役員の無給化（平成２２年度）

  ③専務理事の公募（平成２２年度）

　④事業部に研修事業部を整理統合し、部長ポストを１減
　　　（平成２３年度）

１－①－○

１－②－○

１－③－○

１－④－○

１－①　対応済
　　更に平成２３年度においても１名削減
１－②　対応済

１－③　対応済

１－④　対応済

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）

　　　　（資産なし）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

　①既定経費の削減努力 ３－①－△ 平成２３年１２月より事務所賃料を縮減する予定

－ －

４．事務・事業の改革 － －
(1)研究・国際会議等事業 4－(1)－○ 4－(1)　対応済

ＡＳＥＡＮ・日本社会保障ハイレベル事業については、企画競争の結果、国際厚生
事業団への委託は行われなかった
(Ｈ２２、２３年度)

水道分野の国際協力検討事業については、水道分野の国際協力に関する情報
提供は、厚生労働者の直接实施に変更(水道分野の国際協力の方針の検討は企
画競争で实施)(Ｈ２２より)

(2)外国人看護師･介護福祉士受入事業
　①事業の効率的な实施（巡回訪問）

4－(2)①－○ 4－(2)①　対応済
日程調整の前倒しにより効率的なスケジュールを編成

同一職員･専門家の訪問による継続性の確保や新たな職員が訪問し、施設から
同様の説明を受けなければならない等の無駄の排除、事前調査票の送付による
効率的な訪問の实施

相談窓口、学習支援チームとの情報共有により適切な巡回訪問内容を確立

　②ＰＤＣＡサイクルに基づく事業の改善等 4－(2)②－○ 4－(2)②　対応済
巡回訪問を行った日本語専門家の報告や漢字テスト、模擬試験、集合研修時の
確認テスト、オンデマンドにおける学習状況等を施設にフィードバックし、また部内
で共有することにより改善に寄与

巡回訪問の聴取用紙の統一により状況把握の確实化及び関係部署との情報共
有や改善を容易化

個々の事業の終了後、直ちにアンケートを集計し、また課題を発見することにより
改善を实現

(3)外国人看護師･介護福祉士受入れ事業施設支援事業
（あっせん事業）
　①就労研修期間の確保
　　（候補者就労時期の早期化）

４－(3)①－△ ４－(3)①
平成２２年度は早期化されたが、平成２３年度の比人については遅延した。就労
開始日は訪日前日本語研修などのｽｹｼﾞｭｰﾙと関係するので、今後関係機関の理
解を求め、实現に努力

　②マッチング成立者数の増
　　（リストに登録する候補者数の増）　（平成２３年度）

４－(3)②－○ ４－(3)②　対応済
「求職者数/求人数」　　H22年度　1.98倍　　　H23年度　2.54倍

　③求人申込手数料の減額 ４－(3)③－○ ４－(3)③　対応済
・過去に求人登録をしたことのある機関　31,500円(税込)→21,000円(税込)

・フィリピン･インドネシア両国について求人登録をした場合
　63,000円(税込)→47,250円(税込)

・同一資格の候補者を受け入れたことがある機関が、フィリピン･インドネシア両国
について求人登録をした場合
　42,000円(税込)→31,500円(税込)

仕分け实
施時期

対象となった所管法
人・事務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対応
状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度
の対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

省内（春） (社)国際厚生事業団
大臣官房国際課

企画係
(内線7290)
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①役員２人削減（平成23年度）
　　②部長ポスト４ポスト削減（平成23年度）
　　③役員：退任後（平成23年度）は公募

１－①　○
１－②　○
１－③　○

１－①　対応済
１－②　対応済
１－③　対応済

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①固定資産（土地・建物）なし

－ ２－①　売却すべき固定資産がないため － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲０．３億円（平成22年度）
　　※平成22年度以降、補助金の廃止

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①受験手数料の見直し。
　　②国における指定機関等の適正化。

４－①　○
４－②　△

４－①
受験手数料の見直しについては、平成23
年8月に言語聴覚士法施行令の改正によ
り实施したところ。

４－②
指定試験機関等の改善に関する検討会
を立ち上げ、①指定の必要性、②指定期
間のあり方と指定基準、③業務の効率化
等について検討し、平成23年度内に一定
の結論を得る予定である。

－ －

行刷（春）
省内（春）

（財）医療研修推進財団

１～３について
医政局医事課

医事係
（内線２５６８）

４について
医政局医事課
試験免許室
国家試験係

（内線２５７４）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①常勤役員１人削減（平成22年度）
　　②常勤職員３人削減（平成22年度）
　　③国家公務員OB役員を４人削減（平成22年度）

１－①　○
１－②　○
１－③　○

１－①　対応済
１－②　対応済
１－③　対応済

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　余剰資産はない。

－ －

※　国有財産である安全衛生技術セン
ター（土地、建物等）の購入に向け、法人
内部で調整中。

－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　国からの財政支出はない。

－ － － －

４．事務・事業の改革
　　①免許試験手数料の引下げ（平成23年度）
　　②労働安全・労働衛生コンサルタント試験及び作業
環境測定士試験の手数料の引上げ。（5年以内）
　　③引当預金の見直し
　　④適切な予算の編成（平成22年度）

４－①　○
４－②　△
４－③　△
４－④　○

４－①　対応済

４－②　対応中
　労働政策審議会安全衛生分科会の中に指
定・登録制度改革検討専門委員会を設置し（厚
生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理
化委員会への対応）、指定法人である（財）安
全衛生技術試験協会が实施する労働安全・労
働衛生コンサルタント及び作業環境測定士試
験の手数料の在り方について検討中。本年中
に結論を得る予定。

４－③　対応中
　事業費調整引当預金等（約１９億円）につい
ては、受験環境改善のため、国有財産である
安全衛生技術センター（土地、建物等）の購入
等に充てる予定。安全衛生技術センターについ
ては、本年度中に購入する予定。その他、収支
が赤字となっている労働安全・労働衛生コンサ
ルタント試験、作業環境測定士試験の安定的
な事業運営にも活用。

４－④　対応済

４－②　△ 結論を踏まえ、対応。

省内（春）
（財）安全衛生技術試験
協会

労働基準局安全衛
生部計画課企画係

（内線５４７８）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①職員9人、派遣職員3人削減（平成23年度）

１－①　△ １－①
職員3人、派遣職員3人削減
地方部門：移管について医薬基盤研究所
と調整中、本部：国際部廃止、管理部門
統合を实施。
今後、残りの6名減については、地方部門
の移管により達成予定。

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①事務所移転により賃借料1,000万円削減

２－①　○ ２－①
２３年７月に事務所移転し、２２年度に比
べ、年間1,442万円の減

－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲5.3億円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①政策創薬総合研究・推進事業の見直しを図る。
　　②バンク事業の移管。
　　③認定TLO事業に対する国庫補助の縮減。
　　④自主事業の更なる实施による自主財源の確保

４－①　○
４－③　○
４－④　○

４－①
政策創薬総合研究・推進事業の見直しに
ついては平成23年度に国が直接公募して
实施主体を選定したところ。また、委員会
規程の見直し、マッチング要件の見直しに
ついても対応済。
４－③　対応済
４－④　動物实験实施施設認証事業につ
いて着实に实施。

４－②　△ ４－②
医薬基盤研究所と共同で实施している細胞バンク
事業については、研究者への分譲に影響が出ない
ように留意しつつ、平成25年度を目途に、引き続き
改革の達成に向けて調整していく予定。

省内（春）
（財）ヒューマンサイエンス
振興財団

医政局
研究開発振興課

総務係
（内線２５４３）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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省内（春） 毎月勤労統計調査

１．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲0.1億円（平成23年度）
　　②削減額▲0.3億円（平成25年度までに）

１－①　○ １－①　対応済 １－②　○
（24年度概算
要求関連）

１－②
平成24年度概算要求で、23年度からさらに0.1億円
を削減する予定。

統計情報部
雇用統計課
企画調整係

（内線７６０９）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事務事業 事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　－

－ － － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
  執行状況を踏まえた見直しを行い、予算額の削減を
図る。

３－　○ 　平成23年度予算において、9千2百万円
の削減を行った。

３－①　－ 　本事業は、平成23年度限りの経費。

４．事務・事業の改革
  事業の定着に向けた課題の抽出や事業評価のため
のデータの収集・分析を行い、平成24年度から全国の
保険者が円滑に新しいプログラムに取り組めるようガイ
ドラインの作成を行う。

４－　○

　
　

　既に抽出された、「介護予防事業対象者
の把握不足、施策への参加率が低調」等
の課題を踏まえ、本事業で有効性が検証
されたプログラムにより、全国の介護保険
保険者が円滑に取り組めるように、マニュ
アルの作成に向け、介護予防マニュアル
改訂委員会等での検討等、必要な準備を
行っているところ。

４－①　－ 　本事業は、平成23年度限りの経費。
省内（春）

介護予防实態調査分析支
援事業

老健局老人保健課
介護予防係

（内線３９４６）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
－ － － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
－ － － －

４．事務・事業の改革
　①住宅手当及び総合支援資金貸付の創設等に伴
い、利用件数が著しく減尐していること等を勘案し、平
成22年9月末を以てハローワークにおける新規融資の
申請受付を終了し、制度を廃止する。また、不正利用
の発生を踏まえ、不正防止対策のより一層の強化を図
る。

４－①　○ ４－①
　平成22年9月末を以てハローワークにお
ける新規融資の申請受付を終了。
　また、ハローワークにおいて、不正の疑
いのある事案について、債権回収機関や
捜査機関と適宜連携し、居住地等事实関
係の確認を行うなど、不正防止の対応強
化を図っている。

－ －

省内（春）
住居喪失離職者等就職安

定資金貸付事業

職業安定局 派遣・
有期労働対策部 就
労支援室 就労支援

係
（内線５７２６）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　－

－ － － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
 認知症対策等総合支援事業
・執行实績を踏まえた効率化、予算単価の縮小

３-  ○ ３　平成23年度予算要求において、６．９
億円を削減。

－ －

４．事務・事業の改革
認知症対策等総合支援事業
①（認知症対策連携強化事業）
　市町村自らが必要と考える認知症施策を实施できる
仕組みを導入。自治体における認知症施策の好事例
を収集し、各自治体に発信。

②（認知症ケア多職種共同研修・研究事業）
　廃止。市町村自らが必要と考える認知症施策を实施
できる仕組みを導入（この中で多職種による研修を行う
ことは可能）。

③（若年性認知症対策総合推進事業）
　实態把握の事業を新たに追加。既存施策と併せ若年
性認知症の方に対する総合的な支援を促進。

④（認知症対策普及・相談・支援事業）
　認知症疾患医療センターにもコールセンターを設置し
得ることを明確化。

４－①　○
　－②　○
　－③　○
　－④　○

４－①②
　平成23年度予算において、市町村が認
知症施策について、可能な限り裁量を持
ちつつ必要な事業を实施できるよう事業
の再編を行った。
　　認知症ケア多職種共同研修・研修事
業は廃止した。再編した事業の中で多職
種による研修实施を可能とした。）
　さらに、都道府県においても地域の取組
の事例収集や普及啓発等を行い、市町村
における認知症施策の推進を図ることとし
た。
４－③
　若年性認知症対策については、都道府
県管内の若年性認知症の人の实態把握
に係る事業を追加した。
４－④
　認知症対策普及・相談・支援事業につい
ては、当該事業实施要綱を改正し、認知
症疾患医療センターにも設置し得ることを
明記した。

－ －

省内（春）
介護保険事業費補助金

(１．認知症対策等総合支
援事業について)

老健局高齢者支援
課

認知症・虐待防止
対策推進室

認知症対策係
（内線３８６９）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　－

－ － － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
適切な予算額の確保
　予算額と執行額の乖離が生じないよう、適切な予
算額の確保に努める。

３－　○ 　２２年度予算の執行状況を踏まえ、２３
年度の予算額を△６．４億円の１２億円と
した。

－ －

４．事務・事業の改革
①事業实施率の向上
　社会福祉法人の社会的役割を踏まえた本事業の
实施の意義を改めて説明・理解を求め、事業实施
率の向上を図る。

②事業の周知徹底
　「介護サービス情報の公表」制度において、本事
業の实施の有無が公表されているが、その周知・
活用の促進を図るとともに居宅介護支援事業者等
への本事業の一層の周知に努める。

３－①　○
　－②　○

①②　全国厚生労働関係部局長会議及
び全国介護保険担当課長会議等あらゆる
機会を通じて、全ての地域で本事業が利
用できるように管内の市町村及び社会福
祉法人に働きかけるよう、その周知を要請
した。また、利用者の利便性の向上を図る
観点から、介護サービス情報の公表制度
の周知・活用の徹底及びケアマネジャー
等居宅介護支援事業者等への周知を要
請した。

－ －

省内（春）

介護保険事業費補助金
（介護保険制度運営推進費）
２ 社会福祉法人等による利用者
負担額軽減措置事業について

老健局
介護保険計画課

財政第一係
（内線２２６４）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事務事
業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への
対応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
－ － － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
－ － － －

４．事務・事業の改革
　　①平成２４年３月までの時限措置について期間の延
長を検討
　　②派遣就業できなくなる約１８万人の派遣労働者が
直接雇用のパート・アルバイトに転換するだけにならな
いよう、その状況や奨励金の支給見込みを把握する。
（法案成立後、平成23年４月に实施）
　　③派遣就業できなくなる派遣労働者の状況及び奨
励金の支給見込み等を踏まえ、就業条件の改善につ
ながっていない場合は、無期雇用における支給額及び
奨励金対象者の見直しを図る。（平成23年度内に状況
を分析し、平成24年度に实施）

４－①　○
４－②　△
４－③　△

４－①　平成２８年３月まで期間を延長済
み
４－②
労働者派遣法改正案は、現在継続審議
中である。法案成立後、速やかに状況を
分析し、支給見込みを把握する。
４－③
労働者派遣法改正案は、現在継続審議
中である。法案成立後、1年間状況を分析
し、その後支給要件の見直しを図る。

４－③　○ ４－②
労働者派遣法改正案は、現在継続審議中である。
法案成立後、1年間状況を分析し、その後支給要件
の見直しを図る。

省内（春）

非正規労働対策事業
（派遣労働者雇用安定化

特別奨励金）

職業安定局
派遣・有期労働対

策部
需給調整事業課
派遣・請負雇用管

理係
（内線５３２０）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
①　支給申請窓口の１本化

　・中小企業雇用安定化奨励金（都道府県労働局）
　・短時間労働者均衡待遇推進等助成金
　　（（財）２１世紀職業財団）
　　　　　　　↓
　・均衡待遇・正社員化推進奨励金（都道府県労働局）

１－①　○ １－①　対応済 － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
①　支給事務費の効率化
　削減見込額　▲2.5億円
　　※平年度化した平成24年度以降の見込額を
　　　平成22年度予算額と比較

－ － ３－①　○
（24年度概算
要求関連）

３－①　対応予定
改革案に沿って平成24年度概算要求で2.5億円を
削減

４．事務・事業の改革
①　助成メニューの整理・合理化
　　２奨励金１０メニュー　→　１奨励金５メニュー

②　目標設定
　　　助成金の効果を的確に把握できる目標設定を行
う。

４－①　○

４－②　○

４－①　対応済
・「正社員転換制度」、「処遇制度」、「教育
訓練制度」の助成メニューを統合
・短時間労働者均衡待遇推進等助成金の
うち「事業主団体向け助成金」を廃止
・「教育訓練制度」については、支給要件
を見直し

４－②　対応済
・助成金の効果を的確に把握できる目標
設定を行う。
→均衡待遇・正社員化推進奨励金の目標
として平成２３年度においては以下を設定
・奨励金の支給対象となった労働者の支
給から６ヶ月後の継続就業率　９０％以上
・奨励金が制度導入に有効であったと回
答した事業主の割合　８５％以上
※有期労働契約に関する实態調査及び
パートタイム労働者総合实態調査の結果
や、有期労働契約及びパートタイム労働
対策についての労働政策審議会での見
直しの状況を踏まえ、適切な目標設定、
効果的な奨励金制度の在り方等について
更に検討を行う。

－ －省内（春）

非正規労働者対策事業

（「中小企業雇用安定化奨
励金」及び「短時間労働者
均衡待遇推進等助成金」）

雇用均等・児童家
庭局

短時間・在宅労働
課 業務係

（内線７８７０）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①職員962人（平成23年度）
　　　　管理部門の合理化（管理部門の定員を平成26年
　　　度までに8名削減するとともに、検疫業務部門に2
　　　名振替え）に努める一方で、検疫体制の強化・輸入
　　　食品の安全性確保のための増員等を引き続き計
       画的に行っていく

１－①　△ １－①
　平成23年度において管理部門の定員を
５名削減する一方で、検疫体制の強化・輸
入食品の安全性確保のため、検疫衛生部
門及び食品監視部門の定員を計18名増
員した。（平成23年度の定員は909名）

１－①　○
（24年度組織
定員要求関
連）

１－①
　平成24年度においては、管理部門の定員を２名削
減する予定である。一方、組織・定員要求において、
検疫体制の強化・輸入食品の安全性確保のため、
検疫衛生部門及び食品監視部門において計79名の
増員要求を行っている。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①検疫艇の計画的な削減（平成22から5年程度で全
　　　　廃（5隻）する）　評価総額0.5億円
　
　　②公用車の削減（既存分1台）
　
　　③旧長崎検疫所支所の跡地の処分（平成24年度）
　　　　評価総額8.2億円

　　④横浜検疫所及び同所輸入食品・検疫検査セン
　　　　ターの合同庁舎への移転・集約（平成29年度）
　

２－①　○

２－②　○

２－①　対応済
  検疫艇１隻を計画的に削減
　　（評価額：約0.1億円）
２－②　対応済
　公用車１台を削減

２－①　○

２－②　－

２－③　○
（24年度概算
要
求関連）

２－④　－

２－①　検疫艇１隻を計画的に削減予定
　　　　　（評価額：約0.1億円）

２－③
　平成24年度概算要求で取りこわし費用を要求の
上、庁舎及び宿舎を取りこわし、更地にした上で財
務省へ引き継ぐ予定。
２－④
　平成29年度に移転・集約予定。

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲3.2億円（平成23年度） ３－①　○ ３－①　対応済

　23年度予算において、約▲3.3億円の削
減を实施

－ －

４．事務・事業の改革
　　①予防接種手数料の改定（平成22年度）

　　②一括購入等による一般競争入札への移行

　
　  ③職員の資質向上

　　④国民に対する情報提供

　　⑤健康危機管理の体制強化

４－①　○

４－②　○

４－③　○

４－④　○

４－⑤　○

４－①　対応済
　平成22年7月に検疫法施行令を改正し、
同年10月より改正後の手数料を適用し
た。
４－②　対応済
　複数の検疫所で必要な備品等の購入に
ついて、本省等１箇所での一括購入を实
施した。
４－③　対応済
　平成22年度に、新型インフルエンザに係
る訓練を各検疫所において实施するととも
に、検疫所職員のための全国研修会を实
施。平成23年度においても、新型インフル
エンザ等の有事に備えた訓練・研修を实
施予定。さらに、検疫所職員に対する業
務・役職別研修を新たに实施し、個々の能
力アップに努める。
４－④　対応済
　外務省海外安全ホームページに検疫所
ホームページのリンクを張った。海外の感
染症発生事例について随時翻訳し、頻繁
にホームページに掲載することにより、渡
航者等に対する情報提供に努めている。
４－⑤　対応済
　WHOが各国政府機関向けに発信する感
染症発生事例等について、迅速に検疫所
の検疫官に情報共有できるよう、メーリン
グリストの整理を行った。また、健康危機
管理調整会議に検疫所職員をメンバーと
して追加し、国内への侵入防止を図る必
要のある感染症発生時において迅速に対
応できるよう、同会議において、関係部局
との情報共有を図っている。

－ －

省内（春） 検疫所

医薬食品局
食品安全部
企画情報課

検疫所業務管理室
総務係

（内線２４６５）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①労働者派遣事業専門相談員７７人削減（平成22
年度）
　　②労働者派遣事業専門相談員を労政審における議
論を踏まえ、廃止（平成23年度）

１－①　○
１－②　○

１－①　対応済
１－②　対応済

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却） － － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　周知啓発業務事業費の縮減
　　①削減額▲３．３億円（平成22年度）
　　②削減額▲２．４億円（平成23年度）

３－①　○
３－②　○

３－①　対応済
３－②　対応済

－ －

４．事務・事業の改革
　①「労働者派遣事業雇用管理改善等推進事業」の廃
止に向けた見直し。
　②増加する違反事案に対する指導監督の強化を図る
ため、需給調整指導官を増員
　③法改正に伴う対応
　④指導監督業務については、引き続き国の業務とす
ることとし、増加を続ける違反事案や改正法が成立した
場合の施行にあたっての集中的な周知、指導監督に
対応するため、当面の間は指導監督体制の強化を図
るが、一方で、施行後の派遣事業所数や派遣労働者
数、改正法の施行状況を勘案するとともに、毎年度そ
の時々の重点監督対象を絞り込むことにより、効率的
な体制の運営を図るほか、需給調整指導官に対する
研修の充实や、改正法の円滑な施行の確保のため、
各労働局間の情報共有のための会議（平成23年度实
施予定）の開催を通じて効率的な指導を实施するため
の資質の向上を図ることなどにより、適宜、体制の見直
しを行う。

４－①　○
４－②　○
４－③　△
４－④　△

４－①　対応済
４－②　対応済
４－③　現在国会で継続審議中となって
いる労働者派遣法改正案の状況を踏ま
え、適宜対応する予定。
４－④　派遣事業等指導業務の見直しに
ついては、平成２３年度の指導監督計画
の策定に当たり、重点監督対象を絞り込
み、限られた人員の中で効率的に行って
いる。また、需給調整指導官に対する平
成23年度研修についても、カリキュラムの
見直しを行い充实を図ったところ。
　その他、現在国会で継続審議中となっ
ている労働者派遣法改正案の状況を踏ま
え、適宜対応する予定。

４－③　○
４－④　○

　平成２３年度に实施した事項の他、現在国会で継
続審議中となっている労働者派遣法改正案の状況
を踏まえ、適宜対応する予定。省内（春）

派遣事業等指導業務

職業安定局派遣・
有期労働対策部需

給調整事業課
労働者派遣事業係

（内線５８２７）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
①常勤職員１３１人以上削減（25年
度まで）

１－①　△ １－①　対応中
常勤職員１１２人削減

１－①　○
（24年度概算要
求関連）

１－①　対応予定
２０人以上削減予定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
①人件費　削減額▲5.8億円（25年
度まで）
②委託事業費　削減額▲5.9億円
（23年度）
③報奨金　削減額▲6.4億円（23年
度）

３－①　○
３－②　○
３－③　○

３－①　対応済
３－②　対応済
３－③　対応済

－ －

省内（春）
労働保険適用徴収

業務

労働基準局労災補
償部労働保険徴収

課
企画係

（内線５１６０）

４．事務・事業の改革
【行政体制の効率化】
①業務の外部委託化、非常勤化
（23年度～）
②業務の集約化（25年度まで）

【国民サービスの向上・窓口負担の
軽減】
③口座振替制度の対象拡大（23年
度～）
④電子申請利用促進に向けた取組
の推進

【適用徴収対策の充实等】
⑤未手続事業対策の推進
⑥広報の重点化・効率化

４－①　○
４－②　△
４－③　△
４－④　△
４－⑤　○
４－⑥　○

４－①　対応済

４－②　対応中
　25年度の本省集約化に向け、23年度中に業務運用上の
整理、及びシステム構築の仕様の整理に取り組む。

４－③　対応中
23年度第3期納付（24年2月）分から、口座振替制度の対象
を全事業主に拡大する予定。

４－④　一部対応
23年２月から電子申請における事業主の電子署名の省略
化を实施した。

４－⑤　対応済

４－⑥　対応済

４－①　○
（24年度概算要
求関連）
４－②　△
４－④　○

４－①
　23年度に引き続き、外部委託を实施する業務
を拡大する等の予定（算定基礎調査の補助業務
等）。
４－②
25年度の本省集約化に向け、必要なシステム改
修を行う予定。
４－④
電子政府の総合窓口（e-Gov）等、電子申請を
取り巻く状況等を勘案しつつ、操作性の向上を
図り、対象事業数の拡大を図る予定。

仕分け实施
時期

対象となった所管
法人・事務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．カネ（財政支出の削減）
　　①平成22年度比171億円の削減

１－①　○ １－①　対応済 － －

２．事務・事業の改革
　　①調達における透明性の確保
　　②利用者の利便性の維持・向上
　　③業務処理の効率化・合理化

２－①　○
２－②　○
２－③　○

２－①　対応済
競争入札への移行、ソフトハードの分離
調達、及び調達過程の公開化等を实施
２－②　対応済
求人・求職情報検索機能の充实、雇用保
険受給者の移管手続の簡略化等を实施
２－③　対応済
事業所情報の共有化、帳票の統一化等を
实施

－ －
省内（春）

職業安定行政関係業務シ
ステム

職業安定局労働市
場センター業務室

総括係
（内線#1-242）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
①職員６２人削減（23年度～）
②相談員117人削減（23年度～）

１－①　○
１－②　○

１－①　対応済
１－②　対応済

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
①削減額▲12億円（23年度）
②削減額▲16億円（24年度）
③削減額▲21億円（26年度）

３－①　○ ３－①　対応済 ３－②　○
(24年度概算要
求関連)

３－②
改革案に沿って平成24年度概算要求で
▲１９億円削減。

省内（春） 労災保険業務

労働基準局労災補償
部労災管理課
企画調整係

（内線５４３７）

４．事務・事業の改革
【労災保険の窓口業務等の改善、職員
の意識・行動の変革】
①労災保険業務の窓口業務等の改善
の取組内容を更に充实し、国民の納得
性の向上を实現

【精神障害等の増加に対応した労災補
償の見直し等】
②労災申請に対する審査の迅速化の
ため、精神障害の労災認定の基準の
在り方を検討
③精神障害以外の業務上疾病事案の
処理期間を計画的に短縮し、その結果
を踏まえ、当該事案の標準処理期間を
見直す

【業務の集約化等によるコストの削減
等】
④相談対応のためのコールセンターの
開設に伴う相談業務の集約化（23年度
～）
⑤労災診療費審査業務の国への集約
化等（23年度～）
⑥労災診療費相当額の貸付事業の見
直し（業務集中化）による事務費の大
幅な縮減等
⑦労災給付システムの見直し
⑧業務体制の強化

【労災保険財政の不断の検証】
⑨労災保険財政状況や積立金の計算
方法等の情報をわかりやすくホーム
ページ等で説明
⑩次期料率改定に向けて、積立金やメ
リット制を含む労災保険財政等に関す
る外部有識者による検討委員会を22年
秋を目処に設置

４－①　○
４－②、③
△
４－④　○
４－⑤　△
４－⑥　△
４－⑦　○
４－⑧　○
４－⑨　○
４－⑩　○

４－①　対応済

４－②、③　対応中
精神障害等の労災認定について、審査の迅速化のための検討結果の報告書を23年11月
にとりまとめた。この報告書に基づき、所要の手続きを経て、年内を目途に認定基準を策
定する。

４－④　対応済

４－⑤　対応中
労災診療費審査業務については、23年７月から当該業務を順次国に集約化し、コスト削
減を行っている。（23年12月に完了）（平成23年度予算約28億円　▲約5億円）
また、レセプト審査や事前点検の更なる効率化を図るため、25年度中の稼働に向けて、労
災レセプト電算処理システムの設計・開発を開始した。

４－⑥　対応中
労災診療費相当額の貸付事業については、補助対象事業者である（財）労災保険情報セ
ンターの地方事務所の業務を順次、23年７月から本部に集中化し、コスト削減を行ってい
る。（23年12月に完了）（23年度予算約7億円　▲約1億円）。
なお、4－⑤及び4－⑥の改革に伴い、（財）労災保険情報センターの全地方事務所（47ヵ
所）を廃止。

４－⑦　対応済

４－⑧　対応済

４－⑨　対応済

４－⑩　対応済

４－①　○
４－②、③　○
４－⑤　△
(24年度概算要
求関連)
４－⑧　○

４－①
23年度までの成果を踏まえ、引き続き労
災保険業務の窓口業務等の改善を实施
する。
４－②、③
業務上疾病事案の処理期間について、
処理期間の实態を把握した上で標準処
理期間の短縮等の見直しを行う。
４－⑤
レセプト電算処理システムの25年度中の
稼働に向けて、引き続きシステムの開発
を行う。
４－⑧
引き続き、「労災業務ＯＪＴマニュアル」を
活用した労災補償業務に関する基礎的
な知識と实務的な技能の習得に努める
ことにより、職員の資質の向上を行う。

仕分け实施
時期

対象となった所管法
人・事務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への
対応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①労災防止指導員制度の廃止（平成22年度）

１－①　○ １－①　対応済 － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①安全衛生技術センターの売却　簿価約２５億円

２－①　△ ２－①　対応中
　安全衛生技術センターの売却額を確定するための鑑定につ
いては、实施済み。現在、この鑑定額を売却先の（財）安全衛
生技術試験協会に提示して購入に向けた調整を实施中。今
年度中に売却予定。

－ －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲２．３億円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①製造時検査の民間登録機関への移管（平成23年
度）
　　②快適職場認定制度の廃止（平成22年度）
　　③分野別中期計画の策定方式の変更（平成22年
度）
　　④労働局組織の改組（平成23年度）
　　⑤メンタルヘルス対策の充实
　　⑥地域産業保健保健センターの一部有償化（平成
23年度）
　　⑦職員の専門制の向上

４－①　△
４－②　○
４－③　△
４－④　○
４－⑤　○
４－⑥　○
４－⑦　○

４－①　対応中
　労働局において实施しているボイラー、第一種圧力容器の
製造時検査について、今年度中に民間登録機関が行えるよう
制度改正を行う予定。

４－②　対応済
　
４－③　対応中
　粉じん障害、振動障害、プレス機械、木工機械に係る分野
別の労働災害防止中期計画については、次期計画（平成25
年度スタート）より地域の産業構造等を踏まえて自主的に策
定する方式に変更する予定。

４－④　対応済

４－⑤　対応済
　
４－⑥　対応済
　
４－⑦　対応済

－ －

省内（春） 安全衛生指導業務
労働基準局安全衛
生部計画課企画係

（内線５４７８）

仕分け实
施時期

対象となった所管法
人・事務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①高年齢者雇用基盤確保専門員を８９人削減（平成
23年度）

１－①　○ １－①　対応済 － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　なし

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲３．３億円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革

【障害者雇用率達成指導】
　①指導対象基準の見直しによる不足数が多い企業へ
の対応強化（平成19年の雇入れ計画）
　②改正法施行による雇用率達成指導の対象の拡大
（平成21年12月～）
　③障害者雇用率達成指導の強化に向けた検討（平成
22年12月中）
　④従業員55人以下企業への普及・啓発の強化（平成
22年度）

【高年齢者雇用確保措置導入指導】
　①継続雇用基準非該当者が多い企業等に対する指
導の徹底（平成22年度）
　②高年齢者雇用基盤確保専門員の削減（平成23年
度）
　③事業の廃止等各種経費の削減の实施（平成23年
度）
　④今後の高齢者雇用施策の在り方に関する検討の
開始（平成22年度）

【共通】
　①指導履歴記録のシステム化。（平成22年度）

【障害者】
４－①　○
４－②　○
４－③　○
４－④　○

【高齢者】
４－①　○
４－②　○
４－③　○
４－④　○

【共通】
４－①　○

【障害者雇用率達成指導】
４－①　対応済
４－②　対応済
４－③　対応済
４－④　対応済

【高年齢者雇用確保措置導入指導】
４－①　対応済
４－②　対応済
４－③　対応済
４－④　対応済

【共通】
４－①　対応済

－ －

省内（春） 雇用管理指導業務

職業安定局　高齢・
障害者雇用対策部
高齢者雇用事業室

雇用指導係
（内線5823）

職業安定局　高齢・
障害者雇用対策部
障害者雇用対策課

雇用指導係
（内線5784）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①非常勤職員100人削減（平成23年度）

１－①　△ １－①　一部対応

非常勤職員について、23年度予算の当初
予算要求において、平成22年度当初予算
ベースと比較して100人の削減を達成し
た。
しかしながら、平成23年3月11日に発生し
た東日本大震災によって、雇用保険受給
者が増加したことに伴い、平成23年度１次
補正予算により、非常勤職員の要求を
行った。この結果、平成22年度当初予算
ベースと比較して147人の増となった。

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　余剰資産はない。

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①非常勤職員の人件費の削減▲1.1億円（平成23年
度）
　　②各種申請書等経費の削減　 ▲1.2億円（平成23年
度）
　　③委託費（雇用保険活用事業・雇用保険コンサル
ティング事業）の削減▲6.7億円（平成23年度）

３－①　△
３－②　△
３－③　○

３－①　一部対応

非常勤職員について、23年度当初予算に
おいて、平成22年度当初予算ベースと比
較して1.１億円の削減を達成した。
しかしながら、平成23年3月11日に発生し
た東日本大震災によって、雇用保険受給
者が増加したことに伴い、平成23年度1次
補正予算により、非常勤職員の要求を
行った。この結果、平成22年度当初予算
ベースと比較して0.8億円の増加となった。

３－②　一部対応

各種申請書等経費について、23年度当初
予算において、平成22年度当初予算ベー
スと比較して1.2億円の削減を達成した。
しかしながら、平成23年3月11日に発生し
た東日本大震災によって、雇用保険受給
者が増加したことに伴い、平成23年度1次
補正予算により、各種申請書等経費の要
求を行った。この結果、平成22年度当初
予算ベースと比較して0.3億円の削減と
なった。

３－③　対応済

－ －

４．事務・事業の改革
　　①ハローワークのサービス向上・効率化等取り組み
　　　　を实施する。（平成23年度）
　　②雇用保険の適用拡大を図る。（平成23年度）

４－①　○
４ー②　○

４－①　対応済
受給者への情報提供の充实や、給付事
務の質の向上に取り組んでいる。
４－②　対応済

－ －

省内（春） 雇用保険業務

職業安定局
雇用保険課

企画係
（内線５７６３）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①過重労働防止対策アドバイザーの廃止
（平成２３年度）

１－①　○ １－①　対応済

― ―

２．モノ（余剰資産などの売却）
　
　　　　　　　　　　　　　―

― ― ― －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
①委託事業の縮減・廃止

３－①　○ ３－①　対応済

― ―

省内（春）
労働基準監督業務

労働基準局監督課
企画・法規係

（内線：５４２３）

４．事務・事業の改革
①労働基準関係法令の周知・情報提供の徹
底
②監督対象事業場の新たな把握手法の導
入
　　（１）メール受付
　　（２）相談のシステム集積
　　（３）低価格落札情報の活用
③新たな監督指導手法の導入
　　（１）労働条件集合監督
　　（２）企業単位監督
④法違反是正のための公表の在り方の検討
⑤監督業務における国民サービスの向上
　　（１）申告システム
　　（２）署内部組織の名称変更
　　（３）監督官の資質の向上
　　　①担当指導教官の指定、
　　　　 若手監督官用研修資料の作成
　　　②ＩＴに対応した捜査技術研修
　　　③監督指導業務の評価の在り方の検討
⑥業務評価と体制
⑦その他
　　（１）長時間労働への対策
　　（２）独法への指導

４－①　○
４－②
（１）　△
（２）　○
（３）　○
４－③　○
４－④　○
４－⑤
（１）　○
（２）　○
（３）－①　○
（３）－②　○
（３）－③　○
４－⑥　○
４－⑦　○

４－①　対応済

４－②
（１）　メール受付システムを平成23年11月に稼働予定。
（２）　対応済
（３）　対応済

４－③　対応済

４－④　対応済

４－⑤
（１）　対応済
（２）　対応済
（３）－①　対応済
（３）－②　対応済
（３）－③　対応済

４－⑥　対応済

４－⑦　対応済 ― ―

仕分け实施
時期

対象となった所管法
人・事務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい

理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
①相談員２，１０５人削減（平成23年度）

１－①　△ １－①　一部対応

　現行の相談員について種別を６種類に
統合再編し、対策強化が必要な事業・制
度に係る体制については、精査をした上で
要求事項に反映させ、２３年度予算の当
初要求において、平成２２年度当初予算
ベースと比較して２，１０５人の削減を達成
した。
　しかしながら、政府として、新卒者の就職
環境の悪化等に対応するため、「新成長
戦略实現に向けた３段構えの経済対策」
（平成２２年９月１０日閣議決定」に基づく
経済危機対応・地域活性化予備費や、「円
高・デフレ対応のための緊急総合経済対
策」（平成２２年１０月８日閣議決定）に基
づく補正予算により各種相談員の要求を
行った。
　これに伴い平成２３年度予算の改要求を
行った結果、平成２３年度当初予算ベース
で１５，０６５人となり、平成２２年度当初予
算ベースと比較して１，３８１人の増となっ
た。

－ －

職業安定局総務課
公共職業安定所

運営企画室企画係
（内線５６８３）

２．モノ（余剰資産などの売却） － － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
①削減額▲４８．７億円（平成23年度）

３－①　△ ３－①　一部対応

　相談員の統合再編による見直し、庁舎
外窓口施設の見直し等を通じて、要求事
項に反映させ、▲４８．７億円の削減を達
成した。
　しかしながら、政府として、新卒者の就職
環境の悪化等に対応するため、「「新成長
戦略实現に向けた３段構えの経済対策」
について」（平成２２年９月１０日閣議決定）
に基づく経済危機対応・地域活性化予備
費や「「円高・デフレ対応のための緊急総
合経済対策」について」（平成２２年１０月８
日閣議決定）に基づく補正予算により、新
卒者の就職対策等のための相談員の増
員や事業費の増に伴う平成２３年度予算
の改要求を行った結果、平成２３年度当初
予算で１，２５２億円となり、１０４億円の増
となった。

－ －

職業安定局総務課
公共職業安定所

運営企画室企画係
（内線５６８３）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

省内（春）
職業紹介事業

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

48



平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

４．事務・事業の改革
①ハローワークの庁舎外窓口施設の見直し
　（１）パートバンクは、地元地方自治体等と調整の上、
30カ所程度、廃止見込み(23年度)
　（２）キャリア交流プラザ及び人材銀行は、内閣府の官
民競争入札等監理委員会における議論も踏まえて対応
(23年度)
また、７カ所のキャリア交流プラザを廃止(23年度)
②雇用失業情勢等の変化に応じた施策の見直し
　（１）情報サービス産業分野の求人・求職のマッチング
を促進するためのセミナーの廃止
　（２）求人開拓事業の効率化
③基金訓練修了者に対する担当者制による就職支援
については、22年5月から基金訓練修了者に対するマン
ツーマン方式による就職支援を試行的に实施し、23年
度以降、順次拡大する。
④民間委託の拡大による効率的な業務の推進
　（１）求職者に対するセミナーは、民間委託割合（4割
(21年度)）を拡大する
　（２）長期失業者の民間委託事業は、約1万人(22年度)
を対象に民間委託を实施

4－①－(1) ○
4－①－(2) ○
4－②－(1) ○
4－②－(2) ○
4－③        ○
4－④－(1) ○
4－④－(2) ○
4－⑤－(1) ○
4－⑤－(2) ○
4－⑤－(3) ○

4－①－(1)対応済
4－①－(2)対応済
4－②－(1)対応済
4－②－(2)対応済
4－③       対応済
4－④－(1)対応済
4－④－(2)対応済
4－⑤－(1)対応済
4－⑤－(2)対応済
4－⑤－(3)対応済
利用者の不満・改善要望を取りまとめ、着
实にサービスの改善につなげられるよう取
り組みを進めている。

4－⑤－(1) ○
4－⑤－(2) ○

4－⑤－(1)
引き続き、窓口サービスの向上に努める。
4－⑤－(2)
引き続き、待ち時間の实態把握に努め、その短縮に
取り組んでいく。

4－①－(1)
4－①－(2)
4－②－(1)
4－②－(2)
4－③
4－④－(1)
職業安定局総務課
首席職業指導官室
職業紹介係
（内線５７７４）

4－④－(2)
職業安定局
派遣・有期労働対策
部
企画課
転換促進係
（内線５２７１）

⑤ハローワークサービスの改善の推進
　（１）窓口サービスの向上について
　　→業務改善コンクール、窓口での名刺手交、利用者
アンケートの实施等を通じてサービス改善を推進
　（２）待ち時間の短縮（混雑緩和）について
　　→20年末以降、雇用失業情勢の悪化に伴う求職者
が大幅に増加（月平均281万人（21年度）前年度比59万
人増））。
　　相談員の増員などにより相談窓口を増やし、混雑緩
和策に取り組んでいる。国民の皆さまからの声も、窓口
の混雑状況の意見が多く、他部門からの応援を進め、
引き続き、待ち時間短縮に取り組んでいく。
　【全国94カ所のハローワークを調査（22年4月）】
　・相談窓口数　1654窓口（前年比388窓口増）、22年4
月の混雑のピーク時60分を超える待ち時間のハロー
ワーク30％（前年同月：67％）
　（３）出口調査の实施について
　　→全国９９カ所のハローワークにおいて出口調査を
实施し、利用者が不満に感じていることを把握。その後
の改善の方向性に資する。

4－⑤－(1)
4－⑤－(2)
4－⑤－(3)
職業安定局総務課
ハローワークサービ
ス推進室
サービス推進係
（内線５６９３）

省内（春）
職業紹介事業
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①役員約14人削減（平成23年度）
　　　※公益財団法人への移行認定後
　　②国家公務員OBの常任理事（1名）は平成22年度
末に退任

１－①　×
１－②　○

１－①　公益財団法人への移行認定がま
だ済んでいないため。
１－②　対応済

１－①　○ 平成24年4月の公益財団法人への移行認定後实施
予定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　固定資産（土地・建物）なし

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）

　　　　－
　
　

－ － － －

４．事務・事業の改革
　　①ドナー登録者の拡大を図るため、普及啓発活動
や広報活動を改善・強化する。
　　②白血病等の治療に有効な末梢血幹細胞移植を
平成22年10月より骨髄バンク事業で段階的に实施す
る。（平成22年10月）
　　③平成23年度には末梢血幹細胞移植の本格的な
实施に必要なシステム改修等の体制整備を行う。（平
成23年度）
　　④平成23年1月から末梢血幹細胞移植に関する情
報を追加したパンフレット等を配布して知識の普及を図
る。
　　⑤移植率向上やコーディネート期間の短縮等に取り
組むにあたり、数値目標の設定を検討する。
　　⑥自主財源を拡大させるため、寄付金の増加に向
けた取組を検討する。
　

４－①　○
４－②　○
４－③　△
４－④　○
４－⑤　△
４－⑥　○

４－①
ドナー登録者の拡大に成功している事例
を収集し、全国に紹介するなどしている。
４－②
平成22年10月より、段階的に導入済み。
４－③
現在、末梢血幹細胞移植の本格实施に
向けてのシステム改修を進めているが、
東日本大震災の影響によりスケジュール
に若干の遅れが生じているところ。
４－④
対応済み
４－⑤
数値目標の設定については、検討中。な
お、末梢血幹細胞移植の普及によりコー
ディネート期間の短縮が期待されることか
ら、本移植の普及に努力しているところ。
４－⑥
新しい募金方法（クリック募金）の導入や、
企業向けのアンケートに寄付のお願いを
合わせて封入するなどして、寄付先の拡
大を図っている。

－ －

省内（秋） （財）骨髄移植推進財団

健康局疾病対策課
臓器移植対策室

指導係
（内線２３６３）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

50



１．ヒト（組織のスリム化）
①次期改選時（23年5月）に役員▲1人
②次期改選時（23年5月）に公募（役員）
③退職後（24年3月）は公募（職員）

1-①　○
1-②　○
1-③　△

1-①　対応済
1-②　対応済
1-③　退職後は公募予定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　余剰資産（固定資産（土地・建物））はない

- - － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
既存の講習会経費は平成２３年度限りで国庫補助を廃
止し、平成２４年度以降は協会自主財源により实施。
　①削減額▲3,637千円（平成23年度）
　②削減額▲1,925千円（平成24年度）

3-① ○ 3-① 対応済 3-② ○
（24年度概算
要求関連）

3-②国庫補助廃止

４．事務・事業の改革
介護教員講習会について
①受講者の利便性に配慮し、講習会開催地の変更
や、経費コストの削減に努める。（平成23年度）
②平成23年度限りで国庫補助を廃止し、平成24年度以
降は協会自主財源により实施する。（平成24年度）

4-① ○ 4-① 平成23年度は受講生の尐ない講習
会開催地を１カ所減らし、コストの削減を
図っているところ。

4-② ○
（24年度概算
要求関連）

4-②国庫補助廃止

省内（秋）
（社）日本介護福祉士養成

施設協会

社会・援護局
福祉基盤課

福祉人材確保対策
室

マンパワー企画係
（内線2849）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①常勤役員１人削減（平成22年度）
　　②役員２人削減（平成24年度）
　　③職員１人削減（平成24年度）
　　④国家公務員OBを２人削減（平成22年度）

１－①　○
１－④　○

１－①　対応済
１－④　対応済

１－②　○
１－③　○

  役員改選時に削減予定。
　指定登録事務の（財）安全衛生技術試験協会へ
の移管（平成24年度）に併せて職員1名を削減予
定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　固定資産（土地・建物）なし。

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲0.3億円（平成22年度→23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①労働安全・労働衛生コンサルタント登録事務の
（財）安全衛生技術試験協会への移管（平成24年度）
　　②生涯研修センター運営基金の見直し（平成24年
度）
　　③委託事業の見直し

４－②　△
４－③　○

４－②　対応中
　生涯研修センター運営基金について
は、平成22年度末に廃止済。現在、法人
内部で、公益事業に使用するべく計画を
策定中。

４－③　対応済

４－①　△

４－②　△

　指定登録事務については、（財）安全衛生技術試
験協会への移管も含め、専門家による検討会にお
いて検討中。
　計画に基づき实施予定。

省内（秋）
（社）日本労働安全衛生コ

ンサルタント会

労働基準局安全衛
生部計画課企画係

（内線５４７８）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

52



１．ヒト（組織のスリム化）
　　①職員2人削減（平成23年度）
　　②役員19人以上削減（平成24年度）
　　③国家公務員OBを4人削減（平成22年度）

１－①　○
１－③　○

１－①　対応済
１－③　対応済

１－②　○ １－②　次期改選時（H24.5）に实施予定

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　－

－ － － －

４．事務・事業の改革
　　①作業環境測定士登録事務の見直しを図る。（平成
22年度及び24年度）
　　②作業環境測定士講習事務の見直しを図る。（平成
23年度）
　　③試験免除講習事務の見直しを図る。（平成23年
度）
　　④粉じん計の較正事業の見直しを図る。（平成23年
度）
　　⑤研修センター等事業運営基金引当預金の見直し
を図る。
　　⑥電算機器等引当預金の見直しを図る。

４－①　△
４－②　○
４－③　○
４－④　○
４－⑤　○

４－①
経費節減に努めること、登録事務の収支
状況をホームページで公表することにつ
いては、平成22年度に实施済。

４－②　対応済
４－③　対応済
４－④　対応済
４－⑤　対応済

４－①　△
４－⑥　△

４－①
作業環境測定士登録事務については、（財）安全衛
生技術試験協会への移管も含め、専門家による検
討会において検討中。
４－⑥
本資産については、作業環境測定士登録事務と併
せ、専門家による検討会において検討中。

省内（秋） （社）日本作業環境測定協会

労働基準局安全衛
生部労働衛生課環

境改善室
（内線５５０１）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①職員２３人削減（平成23年度）
　　②国家公務員OBを１０人削減（平成23年度）
　　③国家公務員OBを１７人削減（平成24年度）
　　④本部組織のスリム化（２部１室７課→２部４課）
　　　（平成23年度）

１－①　○
１－②　○
１－④　○

１－①　対応済
１－②　対応済
１－④　対応済

１－③　○ １－③　対応予定

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　・固定資産（土地・建物）なし

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲３．８億円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①ハイパフォーマー（成立实績年間100件以上の
者）の所属事務所における实習又はハイパフォーマー
による巡回指導の实施
　　②一般在職者に対する支援の廃止（平成23年度）
　　③出向等支援協力員の削減及び手当の見直し（平
成23年度）
　　④運営の効率化（平成23年度）

４－①　○
４－②　○
４－③　○
４－④　○

４－①　対応済
４－②　対応済
４－③　対応済
４－④　対応済
本部組織のスリム化、地方事務所職員の
削減等を实施。

－ －

省内（秋）
行刷（秋）

（財）産業雇用安定センター

職業安定局雇用開
発課

雇用促進係
（内線５３２９）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①役員7人削減（平成23年度）
　　②国家公務員ＯＢ役員2人削減（平成23年度）

１－①　○
１－②　○

１－①　対応済
１－②　対応済

－ 　改革案については、平成23年度に対応済み。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　なし

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲11百万円（平成23年度）

３－①　○ ３－①　対応済 － 　改革案については、平成23年度に対応済み。

４．事務・事業の改革
　　①難病情報センター事業の見直し。（平成23年度）
　　②法人運営の見直し。（平成23年度）

４－①　○
４－②　○

４－①　対応済
４－②　対応済

－ 　改革案については、平成23年度に対応済み。

省内（秋） （財）難病医学研究財団

健康局局疾病対策
課

難病調査・医療係
（内線２３５５）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①職員４人削減（146名→142名）（平成23年度）
　　②国家公務員OB役員１人は次期改選時に見直し
　　　（平成24年度）
　　③国家公務員ＯＢ職員は退職後に公募を实施

１－①　○

１－③　○

１－①　対応済
平成23年10月1日現在の職員数は、141
人（対前年度５人減）

１－③　対応予定
平成22年９月に法人あてに対応要請済み

１－②　○ １－②　対応予定
・平成23年度中に次期役員を決定する予定

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①平成23年度予算概算要求額から▲25％減
　　　　（▲140百万円）
　　②平成24年度以降についても、更なる縮減方策
　　　を検討

３－①　○ ３－①　対応済
・行政刷新会議による事業仕分けの結果
も踏まえ、平成23年度予算編成におい
て、要求額を5.6億円から4.2億円に25%圧
縮。

３－②　○
（24年度概算
要求関連）

３－②　対応済
・平成24年度概算要求で対前年度140万円削減。

４．事務・事業の改革
　　①「こどもの城」の運営のあり方等の検討
　　　　（平成23年度）
　　②業務の効率化・経費削減努力

４－①　△

４－②　○

４－①
　「子ども・子育て新システム」について
は、引き続き制度設計の検討過程にある
ことから、議論の方向性を踏まえながら、
「こどもの城」の運営のあり方等について
の結論を得ることとする。

４－②
　・　「こどもの城」建物管理業務に係る契
　　約について、平成23年度より競争入札
　　方式を導入し、経費の削減を図った。

　・　「こどもの城」に設置していた専用の
　　パソコンルームについて、昨今のニー
　　ズの変化や利用实態を踏まえて、平
　　成23年度より閉鎖し、経費の削減を図
　　った。

　・　平成23年度の法人内部組織の整理・
　　統合の際に、こどもの城全体の経営企
　　画に専従する部門（経営情報企画部）
　　や、複数ある事業部を統轄する部門
　　（事業企画部）を設けており、この体制
　　の下、施設のより一層の効率的な運
　　営に努めていく。

－ －

行刷（秋）
省内（秋）

（財）児童育成協会

雇用均等・児童家
庭局育成環境課予

算係
（内線７９０７）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

56



１．ヒト（組織のスリム化）
　　①機動的に意思決定できる枠組みの構築など組織
改革
　　を検討中

１－①　○ １－①
公益社団法人化（平成２５年度を予定）に
伴い、役員を９４名から１６名に削減する
こととし、本年１０月の総会で公益法人化
を前提とした新定款を議決。

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　－

－ － － －

４．事務・事業の改革
　　①情報開示を徹底（平成23年度）
　　②水道技術管理者資格取得講習の見直し検討
　　③水道事業の広域化を推進
　　④水道事業の海外展開を支援
　　⑤水関連団体との連携を強化
　　⑥民間法人の参入を促進

４－①　△
４－②　△
４－③　○
４－④　○
４－⑤　○
４－⑥　△

４－①
年度内のに公開すべく準備中。
４－②
平成２４年度より、配布資料の見直しによ
る受講料の引き下げ方針を決定。
国による海外ビジネス参入向け資格が創
設された場合に備え、４－④の活動にあ
わせ各国の水道事業に関する情報を収
集中。
４－③
広域化先進事例調査や公民連携の促進
を踏まえ、個別の広域化事例に助言等で
関与。
４－④
インド・ベトナム・カンボジア等の政府・水
道事業体・水道協会に本邦水道関係企業
を紹介。
４－⑤
国際会議等において、他の水道関係団体
並びに下水道・水環境関係の団体と連携
を強化。
４－⑥
現在、検討しているところであり、早期实
施に努める。

－ －

省内（秋） （社）日本水道協会
健康局水道課

総務係
（内線４０２５）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①職員３人削減（平成23年度以降）

１－①　○ １－①　対応済 － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　①府中移転後の研究所の敷地の売却　簿価９，８８２百万円
　　　 （平成30年度末）

－ － ２－①　△ ２－①
行政刷新会議における事業仕分けにより、国家公
務員宿舎建設は今後の宿舎の在り方の結論を得る
まで凍結とされたことから、それに併せた研究所の
移転時期は平成30年度末を見込んでいる。

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲３７百万円（平成23年度以降）

３－①　○ ３－①　対応済 － －

４．事務・事業の改革
　　①一斉取締試験等業務の経費削減（平成23年度）
　　②研究所の活動について、国民への情報提供の強化
　　　 を図る（平成23年度）
　　③レギュラトリ－サイエンスに係る基礎的研究の充实
　　　 等を図る

４－①　○
４－②　○
４－③　○

４－①　対応済
４－②　対応済
４－③　対応済

－ －

省内（秋） 国立医薬品食品衛生研究所
大臣官房厚生科学課

指導係、経理係
（内線３８１７、３８１２）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事務
事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①役員３名削減、職員２名削減（一般財団移行時、
　　　役員数等の見直しについて検討）
　　②国家公務員OBについては、次期役員改選期
　　　（H24.6）に極力削減の方向とする。
　　③職員数については、業務量を勘案しつつ、退職者
　　　不補充を原則とする。

１－①　○ １－①　対応済

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　－（固定資産（土地・建物）はなく、売却すべきもの
は
　　ない）

－

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　－

－

４．事務・事業の改革
　①国からの権限付与に関して、老人健康保持事業を
　行うための老人福祉法に基づく指定については、老
　人福祉法の改正の機会をとらえて廃止予定。

　②一般財団法人への移行を進めるとともに、一般財
　団法人移行後の「公益目的財産」の活用について、
　事業の更なる充实と継続的实施を図るべく、次の
　ような内容を事業計画に盛り込む（平成23年度中）
　　・現場で働く方の声を反映し、訪問介護事業所管
　　　理者研修を新たに实施することやホームヘルパー
　　　養成研修テキストの实技説明部分の映像化（テキ
　　　ストとDVD併用）など。
　　・生きがいと健康づくりに関する情報誌やホーム
　　　ページの充实を図り、都道府県明るい長寿社会
　　　推進機構との連携を深め、高齢者の社会参加を
　　　一層推進。
　　・ねんりんピックについて、長寿社会開発センター
　　　として関わっている事業の効果検証等に基づく今
　　　後の取り組みについての方針。

－

省内（秋）

（財）長寿社会開発セン
ター

（※平成２３年４月に、一
般財団法人へ移行済）

老健局総務課
企画法令係

（内線３９０９）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

 平成２３年４月１日に一般財団法人へ移行したため、当省所管法

人ではなくなった。 

 そのため、平成２２年度までの対応状況等についてのみ記述して

いる。 
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①職員１人削減（平成23年度）

１－①　○ １－①　対応済 － －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　固定資産（土地・建物）なし

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　①削減額▲０．８億円（平成22年度）
　　②削減額▲１億円（平成23年度）

３－①　○
３－②　○

３－①　対応済
３－②　対応済

－ －

省内（秋）
（財）がん集学的治療研究

財団

医政局総務課
情報企画係

（内線２５２０）

４．事務・事業の改革
　　①インターネットを活用した専門医の育成等事業（ｅ
－ラーニング事業）については、平成２２年度にシステ
ム構築業務が完了。
　平成２３年度からは、コンテンツの利用促進等が主な
業務となるため、がん治療専門の医師が会員として多
数所属し、広く周知を行うことが期待できる一般社団法
人日本癌治療学会に改めて業務委託し、がん治療の
専門医の質の向上を図っていくこととしている。

②会議を同一日に複数開催することにより、旅費及び
謝金の節約を図っている。

③臨床試験業務（財団自主業務）を行うにあたり、作業
の効率化の観点及び単純に人員増とならないようにす
るため、EDCシステム（Electronic　Data　Capture）※を
22年10月に導入。
EDCシステム導入により、紙媒体による臨床試験で発
生していた消耗品費（ファイル等）、通信費（送料・電話
料・FAX料等）、キャビネット購入費が節約・合理化さ
れ、経費節約分を新規事業等へ投入できる。（当該シ
ステムを導入しない場合には、3人程度の増員が必要
となる。）
　また、EDCシステムの導入によって、臨床医からの症
例データーが24時体制で集積可能となり、作業効率が
飛躍的に向上すると考えられる。
　※EDC（Electronic　Data　Capture）とは、治験や臨床
試験の依頼者が、インターネット、電話回線または専用
回線を通じて、試験实施期間から臨床試験データー
を、紙媒体ではなく電子的に取得するシステムです。
EDCは、臨床試験データーの品質改善、及びデータ固
定までの時間を短縮する方法として、欧米では早くから
推進されています。現在、多くの国際共同治験もEDCで
行われています。
④日本癌治療学会など、がんに関係する他の公的組
織に当該事業の成果を提供し、情報の共有化を図るこ
とにより、医療従事者及びがん患者を含む一般国民に
対して、広く周知を図る。

４－①　○
４－②　○
４－③　○
４－④　△

４－①　対応済
４－②　対応済
４－③　対応済
４－④　現在、関連団体等と成果の提供
方法等について調整中であるが、今年度
中に实施する予定。

－ －

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
①役員▲1人（平成22年度）
②次期改選時（24年5月）に公募（役員）
③退職後（24年3月）に公募（職員）

1-①○
1-③△

1-①対応済
1-③ 退職後は公募予定

1-② ○ 1-② 次期改選時は公募予定

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　余剰資産（固定資産（土地・建物））はない

- - － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
介護福祉士实習指導者講習会は、平成２３年度限りで
国庫補助を廃止し、平成２４年度以降は会自主財源に
より实施。
　①削減額▲7,417千円（平成23年度）
　②削減額▲14,376千円（平成24年度）

3-① ○ 3-① 対応済 3-②○
（24年度概算
要求関連）

3-②国庫補助廃止

４．事務・事業の改革
介護福祉士实習指導者講習会について
①受講者の利便性に配慮し、講習会開催地の変更
や、経費のコスト削減に努めていく。（平成23年度）
②平成23年度限りで国庫補助を廃止し、平成24年度以
降は、協会自主財源による实施する。（平成24年度）

4-① ○ 4-① 平成23年度は、講習会の開催回数
を減らし、さらに養成施設を活用すること
で、会場借料のコスト削減を図っていると
ころ。

4-② ○
（24年度概算
要求関連）

4-② 国庫補助廃止

省内（秋） （社）日本介護福祉士会

社会・援護局
福祉基盤課

福祉人材確保対策
室

マンパワー企画係
（内線2849）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）

平成２３年度中を目途に、一般社団法人への移行申請を予定。その
際に役員数等の見直しについても検討。

○

　
　平成２２年度において、職員を２名削減。
　役員数については、一般社団法人に移行
後の定款において役員定数を削減すること
を平成２３年３月２８日の総会で承認済。
　また、平成２３年８月に一般社団法人への
移行認可申請实施済。

－ －

２．モノ（余剰資産などの売却）
　
　なし

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　
　▲約１.１億円
※平成２４年度以降は、名宛補助金を廃止予定

○
改革案のとおり、補助金を約１．１億円削減
済。

○
（平成24年度
概算要求関

連）

平成24年度は、名宛補助金を廃止予定。

４．事務・事業の改革
①　シルバーサービス分野は介護に限らず幅広く、当会会員
　企業の業種も建設、製造、ガス、電気、金融、保険、サービ
　ス、公益等の多様な業種から構成されているが、更に新たな
　業種からの参入を促進するよう努めるとともに、今後の高齢
　者のニーズに的確に対応するため、新たなサービス・商品の
　開発に取り組むよう、今後とも様々な業種間の交流・連携を
　深めていく。

②　現在保有している公益目的資産については、シルバー
　サービスの質の向上に向けた各種事業に活用していく方針と
　している。今後、会員の承認を得て、平成２３年度に一般社団
　法人への移行申請を予定しており、平成２２年度第２回理事
　会・総会において、公益目的資産の活用策等についての仕分
　けでの指摘を報告するとともに、例えば業種横断的な交流・
　連携を深めることや、シルバーマークの普及・充实を図る等、
　シルバーサービスの一層の質的向上につながるよう、その
　活用について検討を行う。

③　会費収入の減尐に加え、シルバーマーク制度、各種研修
　制度をはじめとした事業収入の減尐等に対しては、シルバー
　マークの認知向上及び、介護保険外サービスを含めた対象
　サービスの拡大、並びに新規事業の開発に向けた取り組み
　を検討すると共に、引き続き会員増加に努める。
　また、コスト削減については、平成23年2月に事務所を移転し
　ており、年間総額約1300万円程度のコスト削減を図る見込み
　である。

○

①　新たな業種からの参入促進及びシル
バーサービスの開発に向けて、シルバー
サービスに関心のある企業からの相談対応
を随時实施しており、既に異業種からの入
会希望も数社寄せられている。
　また、平成２３年度事業計画において「シ
ルバーサービスに係る異業種参入交流会の
開催（情報交流）」を实施予定（平成23年3月
28日の総会において承認済）。

②　現在保有している公益目的財産につい
ては、シルバーサービスの質的向上事業及
び、シルバーサービスに係る調査研究事業
に活用していくこととして平成２３年３月２８
日の総会において承認済。

③　シルバーマーク対象サービスの拡大、
新規事業の開発については、現在検討中で
ある。
　また、コスト削減のため平成２３年２月に事
務所を移転済。

－
－
（平成24年度初めには一般社団法人へ移行予
定）

省内（秋）
（社）シルバーサービス

振興会

老健局振興課
法令係

（内線 3937）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度
の対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①役員数の削減（39名→24名（24年度））
　　②常勤役員数の削減（3名→1名（23年度））
　　③職員数の削減（387名→383名（23年度）
　　　→376名（24年度））
　　④常勤職員数の削減（349名→345名（23年度）
　　　→343名（24年度））
　　⑤国家公務員OB役員の削減（2人→1人（23年度））
　　⑥国家公務員ＯＢ職員の削減（44人→35人（23年
度）
　　　→28人（24年度））

１－②　○
１－③　○
１－④　○
１－⑤　○
１－⑥　○

１－②　対応済
１－③　対応済
１－④　対応済
１－⑤　対応済
１－⑥　対応済

１－①　○
１－③　○
１－④　○
１－⑥　○

１－①　役員数については、24年6月の次期改選時
　　　　　に24名に削減予定。
１－③　23年度中に削減済。
１－④　23年度中に削減済。
１－⑥　24年度中に7名削減予定。なお、ＯＢ職員の
　　　　　退職後の採用については公募を实施予定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
     余剰資産はない。

- - － -

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　国からの財政支出はない。

- - - -

４．事務・事業の改革
　　①就業制限業務従事者に対する労働災害の再発
　　　防止 に係る講習事業（指定事業）を廃止する。
　　②組織の見直し
　　　一般社団法人に移行することとし、23年度早期に
　　　一般社団法人への移行認可申請書を提出する。
　　③公益目的支出計画に沿った正味財産の寄附等
　　　保有資産は、公益目的支出計画を策定し、調査
　　　研究事業に使用するほか、公益法人認定法第
　　　５条第１７号に規定する者に対し寄附する。
　　④検査料金の見直し
　　　一般社団法人化に伴う民間とのイコール・フィット
　　　な競争の中で、間接経費の節減等を行うことに
　　　より、適正な検査・検定料金を設定する。
　　⑤クレーン等災害の要因分析
　　　クーレン等による労働災害について、性能検査
　　　から得られるハード面を中心とした潜在的な
　　　災害要因の分析を行い、結果を公開する。

４－①　○
４－②　△
４－③　△
４－④　△
４－⑤　△

４－①　対応済
４－②　23年9月に内閣府に一般社団
　　　　　法人への移行申請書を提出
　　　　　予定。
４－③　23年9月に内閣府に提出予定
　　　　　の移行認可申請書において、
　　　　　公益目的支出計画で、公益目
　　　　　的財産額を調査研究費に使用
　　　　　するほか、国に寄附することと
　　　　　している。
４－④　一般社団法人化に伴い、対応
　　　　　予定。
４－⑤　対応中（平成２３年度中に公表予
定。）

４－②　△
４－③　△
４－④　△

４－②　一般社団法人への移行完了予定。
４－③　内閣府に認定される公益目的支出計画
　　　　　に沿って対応する。
４－④　一般社団法人化に伴い、料金を見直すこと
　　　　　としている。

省内（秋） （社）日本クレーン協会

労働基準局
安全衛生部

安全課機械班
（内線５５０４）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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１．ヒト（組織のスリム化）
　　①役員５～６人削減（平成23年度）
　　②職員１人削減（平成23年度）
　　③更なる役員の削減の検討

１－①　○
１－②　○

１－①　対応済
１－②　対応済

１－③　△ １－③
更なる削減を検討していく予定。

２．モノ（余剰資産などの売却）
　　－

－ － － －

３．カネ（国からの財政支出の削減）
　　－

－ － － －

４．事務・事業の改革
　　①経費の削減（平成23年度）
　　②受験者の負担軽減（平成24年度）
　　③手数料の改定の検討（平成24年度）

４－①　△
４－②　△

４－①
一部（試験委員の削減、会場に大学を使
用）实施済み。さらに取り組んでいく予定。
４－②
一部（資料のHPからのダウンロード）实施
済み

４－①　△
４－②　△
４－③　△

４－①
２４年度以降も、さらに取り組んでいく予定。
４－②
受験者の利便性を考慮しつつ、試験日の変更につ
いて検討する予定。
４－③
受験希望者の今後の動向を予測し、受験料の改定
を検討する予定。

省内（秋） （財）給水工事技術振興財団
健康局水道課

総務係
（内線４０２５）

仕分け实
施時期

対象となった所管法人・事
務事業

事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）
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省内（秋） 統計調査

「厚生労働省統計調査の省内事業仕分け」で出された
提言は、おおむね以下のとおり。
１．別会議での検討
仕分けとは別の会議で個別統計に関する技術的、専門
的な検討（オンライン化の推進、回収率の向上、公表の
早期化などの検討）を行う。検討は、一般統計調査につ
いて重点的に行う。
２．定期的な見直し
上記１の別会議については、各調査について定期的（３
～５年）に見直しを行うことができるよう、開催時期の工
夫を行うとともに、検討結果が各調査に反映されるよう
措置を講じる。
３．統計ガバナンス機能の強化
上記１の別会議での見直しとは別に、統計情報部が主
体となって省内すべての統計の精度及び政策的意義を
高めるための指導、助言に努める。

△

一般統計調査を中心に、各統計調査の定
期的な見直しに反映できるよう、厚生労働
統計の整備に関する検討会等の場を活用
して、順次、技術的・専門的な課題につい
て検討する予定。

○

平成23年度から引き続き、一般統計調査を中心に
検討する予定。

統計情報部企画課
統計企画係

（内線７３７３）

平成２４年度の
対応予定

コメント
（対応内容、対応が難しい理由等）

仕分け实施
時期

対象となった所管法人・事務事業 事業仕分けを踏まえた改革案

平成２３年度までの対応状況 平成２４年度における対応予定

照会先改革案への対
応状況

コメント
（対応内容、対応できていない理由等）
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